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2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備 

2.11.1 基本設計 

2.11.1.1 設置の目的 

使用済燃料プールからの燃料取り出しは，燃料取り出し用カバー（構台及び換気設備

含む）の設置による作業環境の整備，燃料等を取り扱う燃料取扱設備の設置を行い，燃

料を使用済燃料プール内の使用済燃料貯蔵ラックから取り出し原子炉建屋から搬出する

ことを目的とする。 

使用済燃料プールからの燃料取り出し設備（以下，「燃料取り出し設備」という。）は，

燃料取扱設備，構内用輸送容器，燃料取り出し用カバーで構成される。燃料取扱設備は，

燃料取扱機，クレーンで構成され，燃料取り出し用カバーにより支持される。なお，燃

料の原子炉建屋外への搬出には，構内用輸送容器を使用する。 

また，クレーンはオペレーティングフロア上での資機材運搬や揚重等にも使用する。 

 

2.11.1.2 要求される機能 

(1) 燃料取扱設備 

燃料取扱設備は，二重のワイヤなどにより落下防止を図る他，駆動源喪失時にも燃

料集合体を落下させない設計とする。 

また，遮蔽，臨界防止を考慮した設計とする。 

(2) 構内用輸送容器 

構内用輸送容器は，除熱，密封，遮蔽，臨界防止を考慮した設計とする。また，破

損燃料集合体を収納して輸送する容器については，燃料集合体の破損形態に応じて輸

送中に放射性物質の飛散・拡散を防止できる設計とする。 

(3) 燃料取り出し用カバー 

燃料取り出し用カバーは，燃料取扱設備の支持，作業環境の整備及び放射性物質の

飛散・拡散防止ができる設計とする。 

 

2.11.1.3 設計方針 

  燃料取り出し設備は，「特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子

力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について（平成 24 年 11 月 7 日原子力規制委

員会決定。以下，「措置を講ずべき事項」という。）」等の規制基準を満たす設計とする。 

その上で，燃料取り出し設備の設計において特に留意すべき点は，以下のとおり。 

(1) 燃料取扱設備 

a. 落下防止 

(a) 使用済燃料貯蔵ラック上には，重量物を吊ったクレーンを通過できないようにイ

ンターロックを設け，貯蔵燃料への重量物の落下を防止できる設計とする。 

(b) 燃料取扱機の燃料把握機は，二重のワイヤや種々のインターロックを設け，また，
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クレーンの主要要素は，二重化を施すことなどにより，燃料移送操作中の燃料集

合体等の落下を防止できる設計とする。 

b. 遮蔽 

燃料取扱設備は，使用済燃料プールから構内用輸送容器への燃料集合体の収容操

作を，燃料の遮蔽に必要な水深を確保した状態で，水中で行うことができる設計と

するか，放射線防護のための適切な遮蔽を設けて行う設計とする。 

c. 臨界防止 

燃料取扱設備は，燃料集合体を一体ずつ取り扱う構造とすることにより，燃料の

臨界を防止する設計とする。 

d. 放射線モニタリング 

燃料取扱エリアの放射線モニタリングのため，放射線モニタを設け放射線レベル

を測定し，これを免震重要棟集中監視室に表示すると共に，過度の放射線レベルを

検出した場合には警報を発し，放射線業務従事者に伝える設計とする。 

e. 単一故障 

(a) 燃料取扱機の燃料把握機は，二重のワイヤや燃料集合体を確実につかんでいない

場合には吊上げができない等のインターロックを設け，圧縮空気等の駆動源が喪

失した場合にも，フックから燃料集合体が外れない設計とする。 

(b) 燃料取扱機の安全運転に係わるインターロックは電源喪失，ケーブル断線で安全

側になる設計とする。 

(c) クレーンの主要要素は，二重化を施すことなどにより，移送操作中の構内用輸送

容器等の落下を防止できる設計とする。 

f. 試験検査 

燃料取扱設備のうち安全機能を有する機器は，適切な定期的試験及び検査を行う

ことができる設計とする。 

 

また，破損燃料を取り扱う場合，燃料取扱設備は，破損形態に応じた適切な取扱

手法により，移送中の放射性物質の飛散・拡散を防止できる設計とする。 

 

(2) 構内用輸送容器 

a. 除熱 

使用済燃料の健全性及び構内用輸送容器構成部材の健全性が維持できるように，

使用済燃料の崩壊熱を適切に除去できる設計とする。 

b. 密封 

周辺公衆及び放射線業務従事者に対し，放射線被ばく上の影響を及ぼすことのな

いよう，使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込める設計とする。 
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c. 遮蔽 

内部に燃料を入れた場合に放射線障害を防止するため，使用済燃料の放射線を適

切に遮蔽する設計とする。 

d. 臨界防止 

想定されるいかなる場合にも，燃料が臨界に達することを防止できる設計とする。 

 

また，破損燃料集合体を収納して輸送する容器は燃料集合体の破損形態に応じて

輸送中に放射性物質の飛散・拡散を防止できる設計とする。 

 

(3) 燃料取り出し用カバー 

a. 燃料取り出し作業環境の整備 

燃料取り出し用カバーは，燃料取り出し作業に支障が生じることのないよう，風

雨を遮る設計とする。 

また，必要に応じ燃料取り出し用カバー内にローカル空調機を設置し，カバー内

の作業環境の改善を図るものとする。 

b. 放射性物質の飛散・拡散防止 

燃料取り出し用カバーは，原子炉建屋から大気への開放部分を低減するとともに，

換気設備を設け，排気はフィルタユニットを通じて大気へ放出することにより，カ

バー内の放射性物質の大気への放出を抑制し，敷地周辺の線量への影響を達成でき

る限り低減できる設計とする。 

 

(4) 大型カバー（燃料取り出し用カバー） 

    大型カバーは，その必要な安全機能について，十分に高い信頼性を確保し，かつ，

維持し得る設計とする。 

    大型カバーは，その健全性及び能力を確認するため，適切な方法により，その必

要な安全機能を検査ができる設計とする。 

 

2.11.1.4 供用期間中に確認する項目 

(1) 燃料取扱設備 

燃料取扱設備は，動力源がなくなった場合においても吊り荷を保持し続けること。 

(2) 構内用輸送容器 

構内用輸送容器は，除熱，密封，遮蔽，臨界防止の安全機能が維持されていること。 

(3) 燃料取り出し用カバー 

対象外とする。 
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2.11.1.5 主要な機器 

(1) 燃料取扱設備 

燃料取扱設備は，燃料取扱機，クレーンで構成する。なお，２号機の燃料取扱設備

には，これらに加えてジブクレーンを備える。 

a. 燃料取扱機 

燃料取扱機は，使用済燃料プール及びキャスクピット上を水平に移動するブリッ

ジ並びにその上を移動するトロリで構成する。なお，２号機の燃料取扱機は，低床

ジブクレーンとし，原子炉建屋オペレーティングフロア，燃料取り出し用カバー間

を水平に移動する走行台車とその上に設置する旋回体で構成する。 

b. クレーン 

クレーンは，オペレーティングフロア上部を水平に移動するガーダ及びその上を

移動するトロリで構成する。なお，２号機のクレーンは，低床ジブクレーンとし，

原子炉建屋オペレーティングフロア，燃料取り出し用カバー間を水平に移動する走

行台車とその上に設置する旋回体で構成する。 

(2) 構内用輸送容器 

構内用輸送容器は，容器本体，蓋，バスケット等で構成する。 

(3) 燃料取り出し用カバー 

燃料取り出し用カバーは，２号機を除き使用済燃料プールを覆う構造としており，

必要により，燃料取扱機支持用架構及びクレーン支持用架構を有する。 

なお，２号機については，燃料取扱機支持用架構及びクレーン支持用架構を有する

燃料取り出し用構台を新設し，既存の原子炉建屋に新たに設ける開口部から，燃料取

扱設備を出し入れする構造とする。 

また，燃料取り出し用カバーは換気設備及びフィルタユニットを有する。 

１号機の燃料取り出し用カバーは，大型カバーとその内部に設ける内部カバーで構

成する。 

なお，換気設備の運転状態やフィルタユニット出入口で監視する放射性物質濃度等

の監視状態は現場制御盤及び免震重要棟集中監視室に表示され，異常時は警報を発す

るなどの管理を行う。 

 

2.11.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

燃料取扱設備は，東北地方太平洋沖地震津波相当の津波が到達しないと考えられる

原子炉建屋オペレーティングフロア上（地上からの高さ約 30m）に設置する。 

燃料取り出し用カバーは鉄骨構造と鋼製の外装材により構成されているが，閉空間

になっておらず，津波襲来時には，水は燃料取り出し用カバーの裏側に回り込み，津

波による影響を受けない。 
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(2) 豪雨，台風，竜巻，落雷 

燃料取り出し用カバーは，建築基準法及び関係法令に基づいた風圧力に対し耐えら

れるよう設計する。 

燃料取扱設備は，建築基準法及び関係法令に基づいた風圧力に対し耐えられるよう

設計している燃料取り出し用カバー内に設置する。 

燃料取出し用カバーは外装材で覆うことにより風雨を遮る設計とする。燃料取扱設

備は，風雨を遮る設計である燃料取出し用カバー内に設置する。 

燃料取扱設備および燃料取り出し用構台は建築基準法及び関連法令に従い必要に応

じて避雷設備を設ける。 

(3) 外部人為事象 

外部人為事象に対する設計上の考慮については，Ⅱ.1.14 参照。 

(4) 火災 

燃料取り出し用カバー及び燃料取り出し用カバー内外の主要構成部材は不燃性のも

のを使用し，電源盤については不燃性又は難燃性，ケーブルについては難燃性のもの

を可能な限り使用し，火災が発生することを防止する。火災の発生が考えられる箇所

について，火災の早期検知に努めるとともに，消火器を設置することで初期消火活動

を可能にし，火災による影響を軽減する。 

(5) 環境条件 

燃料取扱設備については，燃料取り出し用カバーに換気設備を設け，排気はフィル

タユニットを通じて大気へ放出することとしている。 

燃料取り出し用カバーの外部にさらされている鉄骨部及び機器等は，劣化防止を目

的に，塗装を施す。 

(6) 被ばく低減対策 

放射線業務従事者が立ち入る場所の外部放射線に係る線量率を把握し，作業時間等

を管理することで，作業時の被ばく線量が法令に定められた線量限度を超えないよう

にする。 

また，放射線業務従事者の被ばく線量低減策として，大組した構造物をクレーンに

てオペレーティングフロアへ吊り込むことにより，オペレーティングフロア上での有

人作業の削減を図る。 

 

2.11.1.7 運用 

(1) 燃料集合体の健全性確認 

使用済燃料プールに貯蔵されている燃料集合体について，移送前に燃料集合体の機

械的健全性を確認する。 

(2) 破損燃料の取り扱い 

燃料集合体の機械的健全性確認において，破損が確認された燃料集合体を移送する
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場合には，破損形態に応じた適切な取扱手法及び収納方法により，放射性物質の飛散・

拡散を防止する。 

 

2.11.1.8 構造強度及び耐震性 

(1) 構造強度 

a. 燃料取扱設備 

燃料取扱設備は，設計，材料の選定，製作及び検査について，適切と認められる

規格及び基準による。 

燃料取扱設備は，地震荷重等の適切な組合せを考慮しても強度上耐え得る設計と

する。 

b. 構内用輸送容器 

構内用輸送容器は取扱中における衝撃，熱等に耐え，かつ，容易に破損しない設

計とする。 

構内用輸送容器は，設計，材料の選定，製作及び検査について適切と認められる

規格及び基準によるものとする。 

c. 燃料取り出し用カバー 

燃料取り出し用カバーは，設計，材料の選定，製作及び検査について，適切と認

められる規格及び基準を原則とするが，特殊な環境下での設置となるため，必要に

応じ解析や試験等を用いた評価により確認する。 

燃料取り出し用カバーは，燃料取扱設備を支持するために必要な構造強度を有す

る設計とする。 

(2) 耐震性 

a. 燃料取扱設備 

(a) 燃料取扱機 

燃料取扱機は，2021年 9月 8日及び 2022年 11月 16日の原子力規制委員会で示

された耐震設計の考え方を踏まえ，その安全機能の重要度，地震によって機能の

喪失を起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動への影響

等を考慮した上で，核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等におけ

る耐震クラス分類を参考にして適切な耐震設計上の区分を行うとともに，適切と

考えられる設計用地震力に十分耐えられる設計とする。 

ただし，2021年 9月 8日以前に認可された設備については，「発電用原子炉施設

に関する耐震設計審査指針」を参考にして耐震クラスを分類している。 

(b) クレーン 

クレーンは，2021年 9月 8日及び 2022年 11月 16日の原子力規制委員会で示さ

れた耐震設計の考え方を踏まえ，その安全機能の重要度，地震によって機能の喪

失を起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動への影響等
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を考慮した上で，核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等における

耐震クラス分類を参考にして適切な耐震設計上の区分を行うとともに，適切と考

えられる設計用地震力に十分耐えられる設計とする。 

ただし，2021年 9月 8日以前に認可された設備については，「発電用原子炉施設

に関する耐震設計審査指針」を参考にして耐震クラスを分類している。 

b. 燃料取り出し用カバー 

燃料取り出し用カバーは，2021年 9月 8日及び 2022年 11月 16日の原子力規制委

員会で示された耐震設計の考え方を踏まえ，その安全機能の重要度，地震によって

機能の喪失を起こした場合の安全上の影響（公衆への被ばく影響）や廃炉活動への

影響等を考慮した上で，核燃料物質を非密封で扱う燃料加工施設や使用施設等にお

ける耐震クラス分類を参考にして適切な耐震設計上の区分を行うとともに，適切と

考えられる設計用地震力に十分耐えられる設計とする。 

ただし，2021年 9月 8日以前に認可された設備については，「発電用原子炉施設に

関する耐震設計審査指針」を参考にして耐震クラスを分類している。 



Ⅱ-2-11-8  

2.11.2 基本仕様 

2.11.2.1 主要仕様 

(1) 燃料取扱設備 

（２号機，３号機及び４号機を除く） 

a. 燃料取扱機 

個数  1式 

b. クレーン 

個数  1式 

 

（４号機） 

a. 燃料取扱機 

型式  燃料把握機付移床式 

基数   1基 

定格荷重  燃料把握機 ：450kg 

      補助ホイスト ：450kg 

 

b. クレーン 

型式  天井走行式 

基数    1基 

定格荷重 主巻  ：100t 

  補巻  ：5t 

ホイスト ：10t 

 

c. エリア放射線モニタ 

検出器の種類 半導体検出器 

計測範囲  10-3～10mSv/h 

個数  2個 

取付箇所 4号機 原子炉建屋 5FL（燃料取り出し用カバーオペフロ階） 

 



Ⅱ-2-11-9  

（３号機） 

a. 燃料取扱機 

型式  燃料把握機付移床式 

基数  1基 

定格荷重 燃料把握機  ：1t 

  西側補助ホイスト ：4.9t 

  東側補助ホイスト ：4.9t 

  テンシルトラス  ：1.5t 

 

b. クレーン 

型式  床上走行式 

基数    1基 

定格荷重 主巻  ：50t 

  補巻  ：5t 

 

c. エリア放射線モニタ 

検出器の種類 半導体検出器 

計測範囲 10-2～102mSv/h 

個数  2個 

取付箇所 3号機 燃料取り出し用カバー 燃料取り出し作業フロア 

 

（２号機） 

a. 燃料取扱機 

型式  低床ジブクレーン 

基数  1基 

定格荷重 ：1t 

 

b. クレーン 

型式  低床ジブクレーン 

基数  1基 

定格荷重 ：47t 

 

c. ジブクレーン 

型式  低床ジブクレーン 

基数  1基 

定格荷重 ：3.9t 
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d. エリア放射線モニタ 

検出器の種類 半導体検出器 

計測範囲 10-2～102mSv/h 

個数  2個 

取付箇所 2号機 燃料取り出し用構台作業エリア 

 

(2) 構内用輸送容器 

（３号機及び４号機を除く） 

基数   1式 

 

（４号機） 

型式   NFT-22B型 

収納体数   22体 

基数   2基 

 

型式   NFT-12B型 

収納体数   12体 

基数   2基 

 

（３号機） 

種類   密封式円筒形 

収納体数   7体 

基数   2基 

 

種類   密封式円筒形 

収納体数   2体 

基数   1基 
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(3) 燃料取り出し用カバー（構台及び換気設備含む） 

（４号機） 

a. 燃料取り出し用カバー 

種類   鉄骨造 

寸法   約 69m（南北）×約 31m（東西）×約 53m（地上高） 

   （作業環境整備区画） 

   約 55m（南北）×約 31m（東西）×約 23m（オペレーテ 

ィングフロア上部高さ） 

個数   1個 

 

b. 送風機（給気フィルタユニット） 

種類   遠心式 

容量   25,000m3/h 

台数   3台 

 

c. プレフィルタ（給気フィルタユニット） 

種類   中性能フィルタ（袋型） 

容量   25,000m3/h 

台数   3台 

 

d. 高性能粒子フィルタ（給気フィルタユニット） 

種類   高性能粒子フィルタ 

容量   25,000m3/h 

効率   97%（粒径 0.3μm）以上 

台数   3台 

 

e. 排風機（排気フィルタユニット） 

種類   遠心式 

容量   25,000m3/h 

台数   3台 

 

f. プレフィルタ（排気フィルタユニット） 

種類   中性能フィルタ（袋型） 

容量   25,000m3/h 

台数   3台 
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g. 高性能粒子フィルタ（排気フィルタユニット） 

種類   高性能粒子フィルタ 

容量   25,000m3/h 

効率   97%（粒径 0.3μm）以上 

台数   3台 

 

h. 放射性物質濃度測定器（排気フィルタユニット出入口） 

(a) 排気フィルタユニット入口 

検出器の種類  シンチレーション検出器 

計測範囲  100～104s-1 

台数   1台 

(b) 排気フィルタユニット出口 

排気フィルタユニット出口については，Ⅱ2.15放射線管理関係設備等参照 

 

i. ダクト 

(a) カバー内ダクト 

種類   長方形はぜ折りダクト／鋼板ダクト 

材質   溶融亜鉛めっき鋼板（SGCC又は SGHC）／SS400 

(b) 屋外ダクト 

種類   長方形はぜ折りダクト／鋼板ダクト 

材質   溶融亜鉛めっき鋼板 

（SGCC又は SGHC，ガルバニウム付着）／SS400 

(c) 柱架構ダクト 

種類   柱架構 

材質   鋼材 

 

（３号機） 

a. 燃料取り出し用カバー 

種類   鉄骨造 

寸法   約 19m（南北）×約 57m（東西）×約 54m（地上高） 

（作業環境整備区画） 

約 19m（南北）×約 57m（東西）×約 24m（オペレーテ

ィングフロア上部高さ） 

個数   1個 
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b. 排風機 

種類   遠心式 

容量   30,000m3/h 

台数   2台 

 

c. プレフィルタ（排気フィルタユニット） 

種類   中性能フィルタ 

容量   10,000m3/h 

台数   4台 

 

d. 高性能粒子フィルタ（排気フィルタユニット） 

種類   高性能粒子フィルタ 

容量   10,000m3/h 

効率   97%（粒径 0.3μm）以上 

台数   4台 

 

e. 放射性物質濃度測定器（排気フィルタユニット出入口） 

(a) 排気フィルタユニット入口 

検出器の種類  シンチレーション検出器 

計測範囲  10-1～105s-1 

台数   1台 

(b) 排気フィルタユニット出口 

排気フィルタユニット出口については，Ⅱ2.15放射線管理関係設備等参照 

 

f. ダクト 

種類   はぜ折りダクト／鋼板ダクト 

材質   ガルバリウム鋼板／SS400 

 

（２号機） 

a. 燃料取り出し用構台 

種類   鉄骨造 

寸法   約 33m（南北）×約 27m（東西）×約 45m（地上高） 

（作業環境整備区画） 

約 33m（南北）×約 27m（東西）×約 17m（オペレーテ

ィングフロア上部高さ） 

個数   1個 
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b. 排風機 

種類   遠心式 

容量   30,000m3/h 

台数   2台 

 

c. プレフィルタ（排気フィルタユニット） 

種類   中性能フィルタ 

容量   10,000m3/h 

台数   4台 

 

d. 高性能粒子フィルタ（排気フィルタユニット） 

種類   高性能粒子フィルタ 

容量   10,000m3/h 

効率   97%（粒径 0.3μm）以上 

台数   4台 

 

e. 放射性物質濃度測定器（排気フィルタユニット出入口） 

(a) 排気フィルタユニット入口 

検出器の種類  シンチレーション検出器 

計測範囲  10-1～105s-1 

台数   4台 

(b) 排気フィルタユニット出口 

排気フィルタユニット出口については，Ⅱ2.15放射線管理関係設備等参照 

 

f. ダクト 

種類   はぜ折りダクト／鋼板ダクト 

材質   ガルバリウム鋼板／SS400 

 

（１号機） 

a. 大型カバー 

種類 鉄骨造 

寸法 約 66m（南北）×約 56m（東西）×約 68m（地上高） 

（作業環境整備区画） 

約 66m（南北）×約 56m（東西）×約 40m（オペレーティングフロア上部高さ） 

個数 1 個 
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b. 排風機 

種類   遠心式 

容量         30,000m3/h 

台数   2台（うち 1台予備） 

 

c. プレフィルタ（排気フィルタユニット） 

種類   中性能フィルタ 

容量         30,000m3/h 

台数   2台（うち 1台予備） 

 

d. 高性能粒子フィルタ（排気フィルタユニット） 

種類   高性能粒子フィルタ 

容量         30,000m3/h 

効率   97%（粒径 0.3μm）以上 

台数   2台（うち 1台予備） 

 

e. 放射性物質濃度測定器（排気フィルタユニット出入口） 

(a) 排気フィルタユニット入口 

検出器の種類  シンチレーション検出器 

計測範囲  100～104s-1 

台数   2台 

(b) 排気フィルタユニット出口 

排気フィルタユニット出口については，Ⅱ2.15放射線管理関係設備等参照 

 

f. ダクト 

種類   はぜ折りダクト／鋼板ダクト 

材質   ガルバリウム鋼板／SS400 
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2.11.3 添付資料 

添付資料－１ 燃料取扱設備の設計等に関する説明書 

添付資料－１－１ 燃料の落下防止，臨界防止に関する説明書※1 

添付資料－１－２ 放射線モニタリングに関する説明書※1 

添付資料－１－３ 燃料の健全性確認及び取り扱いに関する説明書※2 

添付資料－２ 構内用輸送容器の設計等に関する説明書 

添付資料－２－１ 構内用輸送容器に係る安全機能及び構造強度に関する説明書※2 

添付資料－２－２ 破損燃料用輸送容器に係る安全機能及び構造強度に関する説明書※2 

添付資料－２－３ 構内輸送時の措置に関する説明書※2 

添付資料－３ 燃料取り出し用カバーの設計等に関する説明書 

添付資料－３－１ 放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能に関する説明書 

添付資料－３－２ がれき撤去等の手順に関する説明書 

添付資料－３－３ 移送操作中の燃料集合体の落下※1 

添付資料－４ 構造強度及び耐震性に関する説明書 

添付資料－４－１ 燃料取扱設備の構造強度及び耐震性に関する説明書※1 

添付資料－４－２ 燃料取り出し用カバーの構造強度及び耐震性に関する説明書 

添付資料－４－３ 燃料取り出し用カバー換気設備の構造強度及び耐震性に関する説明書 

添付資料－５ 使用済燃料プールからの燃料取り出し工程表※1 

添付資料－６ 福島第一原子力発電所第１号機原子炉建屋カバーに関する説明書 

添付資料－７ 福島第一原子力発電所第１号機原子炉建屋カバー解体について 

添付資料－８ 福島第一原子力発電所第１・２号機原子炉建屋作業エリア整備に伴う干 

渉物解体撤去について 

添付資料－９ 福島第一原子力発電所第２号機原子炉建屋西側外壁の開口設置について 

添付資料－１０ 福島第一原子力発電所１号機原子炉建屋オペレーティングフロアのガ 

レキの撤去について 

添付資料－１０－１ 福島第一原子力発電所１号機原子炉建屋オペレーティングフロア 

北側のガレキの撤去について 

添付資料－１０－２ 福島第一原子力発電所１号機原子炉建屋オペレーティングフロア 

中央および南側のガレキの一部撤去について 

添付資料－１０－３ 福島第一原子力発電所１号機原子炉建屋オペレーティングフロア 

外周鉄骨の一部撤去について 

添付資料－１０－４ 福島第一原子力発電所１号機原子炉建屋オペレーティングフロア 

床上のガレキの一部撤去について 

添付資料－１１ 福島第一原子力発電所 1号機及び 2号機非常用ガス処理系配管の一部 

撤去について 

※1（２号機,３号機及び４号機を除く）及び※2（３号機及び４号機を除く）の説明書については，別途申請する。 
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放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能に関する説明書 

 

1 本説明書の記載範囲 

本説明書は，１号機，２号機，３号機及び４号機燃料取り出し用カバーの放射性物質の飛

散・拡散を防止するための機能について記載するものである。 

 

2 ４号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について 

2.1 燃料取り出し用カバーについて 

2.1.1  概要 

燃料取り出し用カバーは，作業に支障が生じることのないよう作業に必要な範囲をカバ

ーし，風雨を遮る構造とする。また，使用済燃料プール内がれき撤去時の放射性物質の舞い

上がり，燃料取り出し作業に伴い建屋等に付着した放射性物質の舞い上がりによる大気放

出を抑制するため，燃料取り出し用カバーは隙間を低減した構造とするとともに，換気設備

を設け，排気はフィルタユニットを通じて大気へ放出する。また，現在，発電所敷地内でよ

う素（I-131）は検出されていないことから，フィルタユニットは，発電所敷地内等で検出

されているセシウム（Cs-134,137）の大気への放出が低減できる設計とする。 

 

2.1.2  燃料取り出し用カバー 

燃料取り出し用カバーの大きさは，約 69m（南北）×約 31m（東西）×約 53m（地上高）

である。主体構造は鉄骨造であり，壁面及び屋根面は風雨を遮る外装材で覆う計画である。

屋根面及び壁面上部には勾配を設けて，雨水の浸入を防止する構造とする。（図 2-1 燃料

取り出し用カバー概略図参照） 

 

2.1.3  換気設備 

2.1.3.1 系統構成 

換気設備は，燃料取り出し用カバー内気体を吸引し，排気ダクトを経由して燃料取り出

し用カバーの外部に設置した排気フィルタユニットへ導く。排気フィルタユニットは，プ

レフィルタ，高性能粒子フィルタ，排風機等で構成され，各フィルタで放射性物質を捕集

した後の気体を吹上用排気ダクトから大気へ放出する。 

排気フィルタユニットは，換気風量約 25,000m3/h のユニットを 3 系列（うち 1 系列は

予備）設置し，約 50,000m3/h の換気風量で運転する。 

また，燃料取り出し用カバー内の放射性物質や吹上用排気ダクトから大気に放出され

る放射性物質の濃度を測定するため，放射性物質濃度測定器を排気フィルタユニットの

出入口に設置する。（図 2-2 燃料取り出し用カバー換気設備概略構成図，図 2-3 燃料取

り出し用カバー換気設備配置図，図 2-4 燃料取り出し用カバー換気設備系統図参照） 

添付資料－３－１ 
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燃料取り出し用カバー換気設備の電源は，異なる系統の所内高圧母線から受電可能な

構成とする。（図 2-5 燃料取り出し用カバー換気設備電源系統図参照） 

なお，４号機での燃料取り出し作業は，有人での作業を計画していることから，燃料取

り出し用カバー内の放射性物質濃度の低減のため，給気フィルタユニットを有する構造

とする。給気フィルタユニットは，プレフィルタ，送風機，高性能粒子フィルタ等で構成

され，各フィルタで放射性物質を捕集した後の気体を燃料取り出し用カバー内へ放出す

る。 

給気フィルタユニットは，換気風量約 25,000m3/h のユニットを 3 系列（うち 1 系列は

予備）設置し，約 50,000m3/h の換気風量で運転する。 

 

表 2-1 換気設備構成 

設備名 構成・配置等 

給気フィルタユニット 配置：原子炉建屋南側の屋外に 3系列（うち予備 1系列）設置 

構成：プレフィルタ 

送風機 

高性能粒子フィルタ（効率 97%（粒径 0.3μm）以上） 

フィルタ線量計（高性能粒子フィルタに設置） 

フィルタ差圧計（プレフィルタ，高性能粒子フィルタに

設置） 

給気吹出口 配置：カバー内の側部に設置 

排気吸込口 配置：カバー内の天井部に設置 

排気フィルタユニット 配置：原子炉建屋南側の屋外に 3系列（うち予備 1系列）設置 

構成：プレフィルタ 

高性能粒子フィルタ（効率 97%（粒径 0.3μm）以上） 

排風機 

フィルタ線量計（高性能粒子フィルタに設置） 

フィルタ差圧計（プレフィルタ，高性能粒子フィルタに

設置） 

吹上用排気ダクト 配置：排気フィルタユニットの下流側に設置 

放射性物質濃度測定器 

測定対象：カバー内及び大気放出前の放射性物質濃度 

仕様  ：検出器種類 シンチレーション検出器 

計測範囲  100～104s-1 

台数    排気フィルタユニット入口 1台 

        排気フィルタユニット出口 2台 
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2.1.3.2 換気風量について 

燃料取り出し用カバー内の環境は，燃料取扱機，クレーン及び電源盤の設備保護のため

40℃以下（設計値）となる換気設備を設けるものとする。また，カバー内での燃料取り出

し作業は，有人による作業を計画していることから，作業エリアには，局所的にローカル

空調機を設け夏期及び冬期の作業環境の向上を図るものとする。 

燃料取り出し用カバー内の熱負荷を除熱するのに必要な換気風量は，下式により求め

られ約 50,000m3/h となる。 

  

Q=q/(Cp・ρ・(t1-t2)・1/3600) 

Q ：換気（排気）風量（m3/h） 

q ：設計用熱負荷，約 143（kW）（機器発熱）※1 

Cp ：定圧比熱，1.004652（kJ/kg・℃） 

ρ ：密度，1.2（kg/m3） 

t1 ：カバー内温度，40（℃） 

t2 ：設計用外気温度，31.5（℃）※2 

※1 10%の余裕を含む 

※2 28.5℃（小名浜気象台で観測された 1971 年～1975 年の 5 年間の観測データにおける累積出現率

が 99％となる最高温度）+約 3℃（送風機のヒートアップによる温度上昇） 

 

2.1.3.3 運転管理および保守管理 

(1) 運転管理 

送風機・排風機の起動/停止操作は，屋外地上部に設置した現場制御盤で行うものと

し，故障等により送風機・排風機が停止した場合には，予備機が自動起動する。 

現場制御盤では，送風機・排風機の運転状態（起動停止状態），放射性物質濃度が表

示され，それらの異常を検知した場合には，警報を発する。また，免震重要棟でも同様

に，送風機・排風機の運転状態（起動停止状態），放射性物質濃度が表示され，それら

の情報に異常を検知した場合は，警報を発するシステムとなっている。 

放射性物質濃度測定器を排気フィルタユニットの出入口に設置し，燃料取り出し用

カバー内から大気に放出される放射性物質濃度を測定する。 

(2) 保守管理 

換気設備については安全上重要な設備ではなく，運転継続性の要求が高くない。保守

作業に伴う被ばくを極力低減する観点から，異常の兆候が確認された場合に対応する。

なお，排気フィルタユニット出口の放射性物質濃度測定器については，外部への放射性

物質放出抑制の監視の観点から多重化し，機器の単一故障により機能が喪失した場合

でも測定可能な設備構成とする。 
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また，フィルタについては，差圧計（プレフィルタ，高性能粒子フィルタに設置）又

は線量計（高性能粒子フィルタに設置）の値を確認しながら，必要な時期に交換する。 

 

2.1.3.4 異常時の措置 

燃料取り出し用カバー換気設備が停止しても，セシウムの使用済燃料プールから大気

への移行割合は，1×10-3～1×10-5％程度であり，４号機から放出される放射性物質は小

さいと評価されている（Ⅱ.2.3 使用済燃料プール設備参照）ことから，放射性物質の異

常な放出とならないと考えられる。また，４号機の使用済燃料プール水における放射性物

質濃度は， Cs-134：4.5×100Bq/cm3，Cs-137：6.6×100Bq/cm3（平成 24 年 1月 30日に使

用済燃料プールより採取した水の分析結果）である。 

なお，燃料取り出し用カバー換気設備は，機器の単一故障が発生した場合を想定して，

送風機，排風機及び電源の多重化を実施しており，切替等により機能喪失後の速やかな運

転の再開を可能とする。また，排気フィルタユニット出口の放射性物質濃度測定器につい

ては，２台の連続運転とし，１台故障時においても放射性物質濃度を計測可能とする。 

 

2.2 放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について 

2.2.1  排気フィルタによる低減効果 

燃料取り出し用カバー内から排気フィルタユニットを通じて大気へ放出される放射性物

質は，高性能粒子フィルタ（効率 97% (粒径 0.3μm)以上）により低減される。 

セシウムの使用済燃料プールから大気への移行割合は，1×10-3～1×10-5％程度であり，

４号機から放出される放射性物質は小さいと評価されている。（Ⅱ.2.3使用済燃料プール設

備参照） 

表 2-2に発電所敷地内で測定された放射性物質濃度を示す。仮に，燃料取り出し用カバー

内が表 2-2 に示す放射性物質濃度のうち，濃度の高い４号機オペレーティングフロア上の

放射性物質濃度であった場合，排気フィルタを通過して大気へ放出される放射性物質濃度

は表 2-3の通りとなる。 
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表 2-2 発電所敷地内の放射性物質濃度      （Bq/cm3） 

核種 

４号機原子炉建屋オペレーテ

ィングフロア上の濃度 

（平成 23年 6月 18日測定） 

福島第一原子力発電所西門の

濃度（平成 23 年 6 月 18 日測

定）※ 

Cs-134 約 1.2×10-4 約 5.4×10-6 

Cs-137 約 1.1×10-4 約 6.2×10-6 

※現在は，検出限界値以下であるが，４号機オペレーティングフロア上の測定値との比較のため，平成 23 年 6 月

18日の測定値とした。 

 

Q=C・(1-f) 

Q ：フィルタ通過後の放射性物質濃度（Bq/cm3） 

C ：カバー内に吸い込まれる外気の放射性物質濃度（Bq/cm3）（表 2-2参照） 

f ：フィルタ効率（高性能粒子フィルタ 97%） 

 

表 2-3 フィルタ通過後の放射性物質濃度 

核種 濃度（Bq/cm3） 

Cs-134 約 3.6×10-6 

Cs-137 約 3.3×10-6 

 

以上の結果，表 2-2 及び表 2-3 より，フィルタ通過後の放射性物質濃度は西門での放射

性物質濃度よりも低いレベルとなる。 

 

2.2.2  敷地境界線量（本換気設備は，2013 年 11月に運用開始しており，運用後の放出管

理及び線量評価は「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2放射性廃棄物等の管理に関す

る補足説明」により行っている。） 

2.2.2.1 評価条件 

(1) 燃料取り出し用カバー内が，表 2-2に示す４号機オペレーティングフロア上の放射性

物質濃度であった場合に排気フィルタユニットを介して大気に放出されるものと仮

定する。 

(2) 減衰は考慮しない。 

(3) 地上放出と仮定する。 

(4) 燃料取り出し用カバーの供用期間である 5年間（想定）に放出される放射性物質が地

表に沈着し蓄積した時点のγ線に起因する実効線量と仮定し評価する。 

(5) 大気拡散の評価に用いる気象条件は，福島第一原子力発電所原子炉設置変更許可申請
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書で採用したものと同じ気象データを使用する。 

 

 

2.2.2.2 評価方法 

燃料取り出し用カバー排気フィルタユニットから放出される放射性物質による一般公

衆の実効線量は，以下の被ばく経路について年間実効線量(mSv/年)を評価する。 

(1) 放射性雲からのγ線に起因する実効線量  

(2) 吸入摂取による実効線量 

(3) 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

 

2.2.2.3 放射性雲からのγ線に起因する実効線量 

放射性物質のγ線に起因する実効線量については，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線

量目標値に対する評価指針」の放射性雲からのγ線による実効線量の評価の評価式を用

いて評価する。 

(1) 計算地点における空気カーマ率の計算 

計算地点（x，y，0）における空気カーマ率は，次式により計算する。 

dzdydx)z,y,xχ(B(μr)
r4π

rμ
μEKD ''''''

2en1
e


−

=   
 

−


0 0
 ・・・ 2-1 

ここで， D ：計算地点(x，y，0)における空気カーマ率（μGy/y） 

K1 ：空気カーマ率への換算係数（4.46×10-4
hBqMeV

μGymdis 3



 ） 

E ：γ線の実効エネルギ（0.5MeV/dis）  

μen ：空気に対するγ線の線エネルギ吸収係数（m-1）  

μ ：空気に対するγ線の線減衰係数（m-1）  

r ：放射性雲中の点 )z,y,x( '''
から計算地点（x，y，0）までの 

距離（m） 

B(μr) ：空気に対するγ線の再生係数 

γ(μr)β(μr)α(μr)1B(μr) 32 +++=
 

ただし，μen，μ，α，β，γについては，0.5MeVのγ線に対する値を用い，以下の

とおりとする。 

     μen=3.84×10-3(m-1)，μ=1.05×10-2(m-1) 

     α=1.000， β=0.4492，γ=0.0038 

)z,y,xχ( '''  ：放射性雲中の点 )z,y,x( ''' における濃度（Bq/m3） 

 なお， )z,y,xχ( ''' は，次式により計算する。 
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+−+

−−−


= eee σ2
H)z(

σ2
H)z(

σ2
y

Uσσ2π

Q
)z,y,xχ( 2

z

' 2

2
z

' 2

2
y

'2

zy

''' ・ 2-2 

 

ここで，  Q ：放射性物質の放出率（Bq/s） 

U ：放出源高さを代表する風速（m/s） 

H ：放出源の有効高さ（m）  

σy ：濃度分布の y’方向の拡がりのパラメータ（m）  

σZ ：濃度分布の z’方向の拡がりのパラメータ（m）  

 このとき，有効高さと同じ高度（z’= H）の軸上で放射性物質濃度が最も濃くなる。

被ばく評価地点は地上（z’= 0）であるため，地上放散が最も厳しい評価を与えるこ

とになる。 

(2) 実効線量の計算 

 計算地点における年間の実効線量は，計算地点を含む方位及びその隣接方位に向か

う放射性雲のγ線からの空気カーマを合計して，次式により計算する。 

 

)DDD(ffKH 1L1LL0h2γ +− ++=

 

・・・・・・・・ 2-3 

 

ここで，  Hγ ：放射性物質のγ線に起因する年間の実効線量（μSv/y） 

K2 ：空気カーマから実効線量への換算係数（0.8μSv/μGy） 

fh ：家屋の遮蔽係数（1.0） 

f0 ：居住係数（1.0） 

)DDD( 1L1LL +− ++  ：計算地点を含む方位(L)及びその隣接方位に向かう放射性雲によ

る年間平均のγ線による空気カーマ(μGy/y)。これらは 2-1式か

ら得られる空気カーマ率 Dを放出モード，大気安定度別風向分布

及び風速分布を考慮して年間について積算して求める。 

 

2.2.2.4 吸入摂取による実効線量 

吸入摂取による実効線量については，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に

対する評価指針」の吸入摂取による実効線量の評価の評価式を用いて評価する。 

(1) 放射性物質の年平均地表空気中濃度の計算 

 計算地点における年平均地表空気中濃度χは，2-2式を用い，隣接方位からの寄与も

考慮して，次式により計算する。 

 

 +− ++=
j

1jL
j

1jL
j

jL χχχχ  ・・・・・・・・・・・・ 2-4 

 

ここで，   j ：大気安定度（A～F） 
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L ：計算地点を含む方位 

(2) 線量の計算 

 放射性物質の呼吸による実効線量は，次式により計算する。 

 

 =
i

IiIiI AK365H  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-5 

χMA iaIi =  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-6 

 

ここで，  HI ：吸入摂取による年間の実効線量（μSv/y） 

365 ：年間日数への換算係数（d/y） 

KIi ：核種 i の吸入摂取による成人実効線量換算係数（μSv/Bq） 

AIi ：核種 iの吸入による摂取率（Bq/d） 

Ma ：人間の呼吸率（m3/d） 

   （成人の 1日平均の呼吸率：22.2m3/dを使用） 

χi  ：核種 iの年平均地表空気中濃度（Bq/m3）  

 

表 2-4 吸入摂取による成人の実効線量換算係数（μSv/Bq） 

核種 Cs-134 Cs-137 

KIi 2.0×10-2 3.9×10-2 

 

2.2.2.5 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量については，「発電用軽水型

原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」の地面に沈着した放射性

物質濃度を計算し，放射性物質濃度からの実効線量への換算係数を用いて評価する。 

(1) 放射性物質の年平均地上空気中濃度の計算 

計算地点における年平均地上空気中濃度χは，2-4式により計算する。 

(2) 線量の計算 

地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は，次式により計算する。 

 =
i

OiGiG SKH  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-7 

( )Tλ1
λ

f
VχS Oi

i

1
giOi

−
−= e  ・・・・・・・・・・・・ 2-8 

ここで，  HG ：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する 

年間の実効線量（μSv/y） 

KGi ：核種 iの地表沈着による外部被ばく線量換算係数(
mBq

yμSv
2
) 
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SOi ：核種 iの地表濃度（Bq/m2）  

χi  ：核種 iの年平均地表空気中濃度（Bq/m3）  

Vg ：沈着速度（0.01m/s） 

λi ：核種 iの物理的減衰係数（s-1） 

To ：放射性物質の放出期間（s）（カバー供用期間の 5年を想定） 

f1 ：沈着した放射性物質のうち残存する割合（保守的に 1 を用いる） 

 

表 2-5 核種 iの地表沈着による外部被ばく線量換算係数（(Sv/s)/(Bq/m2)） 

核種 Cs-134 Cs-137 

KGi 1.5×10-15 5.8×10-16 

 

2.2.2.6 評価結果 

表 2-3 に示す濃度の放射性物質の放出が燃料取り出し用カバーの供用期間である 5 年

間（想定）続くと仮定して算出した結果，年間被ばく線量は敷地境界で約 0.008mSv／年

であり，法令の線量限度 1mSv／年に比べても十分低いと評価される。（表 2-6参照） 

また，「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3編 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」

での評価（約 0.03mSv/年）に比べても十分に低いと評価される。 

 

表 2-6 燃料取り出し用カバー排気フィルタユニットからの 

放射性物質の放出による一般公衆の実効線量（mSv/年） 

評価項目 
合計 

放射性雲 吸入摂取 地表沈着 

約 1.3×10-7 約 5.4×10-5 約 7.4×10-3 約 7.5×10-3 
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【燃料取り出し用カバー】 

・ 作業環境整備区画を構成・支持する架構及び附属設備を指す。 

・ 燃料取り出し用カバーのうち，作業環境整備区画は外装材等により区画し，換気

対象範囲とする。 

【雨養生範囲】 

・ 燃料取り出し用カバー以外のオペレーティングフロアエリアは雨水対策を施す。 

・ 換気対象範囲外とする。 

 

 

図 2-1 燃料取り出し用カバー概略図 
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図 2-2 燃料取り出し用カバー換気設備概略構成図 

 

 

 

 

図 2-3 燃料取り出し用カバー換気設備配置図
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図 2-4 燃料取り出し用カバー換気設備系統図
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※平成 29 年 9 月時点 

 

図 2-5 燃料取り出し用カバー換気設備電源系統図 
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3 ３号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について 

3.1 燃料取り出し用カバーについて 

3.1.1  概要 

燃料取り出し用カバーは，作業に支障が生じることのないよう作業に必要な範囲をカバ

ーし，風雨を遮る構造とする。また，使用済燃料プール内がれき撤去時の放射性物質の舞い

上がり，燃料取り出し作業に伴い建屋等に付着した放射性物質の舞い上がりによる大気放

出を抑制するため，燃料取り出し用カバーは隙間を低減した構造とするとともに，換気設備

を設け，排気はフィルタユニットを通じて大気へ放出する。また，現在，発電所敷地内でよ

う素（I-131）は検出されていないことから，フィルタユニットは，発電所敷地内等で検出

されているセシウム（Cs-134,137）の大気への放出が低減できる設計とする。 

 

3.1.2  燃料取り出し用カバー 

燃料取り出し用カバーの大きさは，約 19m（南北）×約 57m（東西）×約 54m（地上高）

である。主体構造は鉄骨造であり，ドーム状の屋根を外装材で覆い，風雨を遮る構造とする。

（図 3-1 燃料取り出し用カバー概略図参照） 

 

3.1.3  換気設備 

3.1.3.1 系統構成 

換気設備は，燃料取り出し用カバー内気体を吸引し，排気ダクトを経由して燃料取り出

し用カバーの外部に設置した排気フィルタユニットへ導く。排気フィルタユニットは，プ

レフィルタ，高性能粒子フィルタ等で構成され，各フィルタで放射性物質を捕集した後の

気体を吹上用排気ダクトから大気へ放出する。 

排気フィルタユニットは，約 10,000m3/hのユニットを 4系列（うち 1系列は予備），排

風機は，換気風量約 30,000m3/h のユニットを 2 系列（うち 1 系列は予備）設置し，約

30,000m3/hの 換気風量で運転する。 

また，燃料取り出し用カバー内の放射性物質や吹上用排気ダクトから大気に放出され

る放射性物質の濃度を測定するため，放射性物質濃度測定器を排気フィルタユニットの

出入口に設置する。（図 3-2 燃料取り出し用カバー換気設備概略構成図，図 3-3 燃料取

り出し用カバー換気設備配置図，図 3-4燃料取り出し用カバー換気設備系統図参照） 

燃料取り出し用カバー換気設備の電源は，異なる系統の所内高圧母線から受電可能な

構成とする。（図 3-5 燃料取り出し用カバー換気設備電源系統図参照） 
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表 3-1 換気設備構成 

設備名 構成・配置等 

排気吸込口 配置：カバー内の天井部に設置 

排気フィルタユニット 

配置：原子炉建屋西側の屋外に 4系列（うち予備 1系列）設置 

構成：プレフィルタ 

高性能粒子フィルタ（効率 97%（粒径 0.3μm）以上） 

フィルタ線量計（高性能粒子フィルタに設置） 

フィルタ差圧計（プレフィルタ，高性能粒子フィルタに

設置） 

排風機 配置：原子炉建屋西側の屋外に 2系列（うち予備 1系列）設置 

吹上用排気ダクト 配置：排気フィルタユニットの下流側に設置 

放射性物質濃度測定器 

測定対象：カバー内及び大気放出前の放射性物質濃度 

仕様  ：検出器種類 シンチレーション検出器 

計測範囲  10-1～105s-1 

台数    排気フィルタユニット入口 1台 

排気フィルタユニット出口 2台 

 

3.1.3.2 換気風量について 

燃料取り出し用カバー内の環境は，燃料取扱機，クレーン及び電源盤の設備保護のため

40℃以下（設計値）となる換気設備を設けるものとする。 

燃料取り出し用カバー内の熱負荷を除熱するのに必要な換気風量は，下式により求め

られる風量に余裕をみた約 30,000m3/hとする。 

 

Q=q/(Cp・ρ・(t1-t2)・1/3600) 

Q：換気（排気）風量（m3/h） 

q：設計用熱負荷，約 60（kW） 

（機器発熱，日射，使用済燃料プールからの熱，原子炉からの熱）※1 

Cp：定圧比熱，1.004652（kJ/kg・℃） 

ρ：密度，1.2（kg/m3） 

t1：カバー内温度，40（℃） 

t2：設計用外気温度，28.5（℃）※2 

※1 約 10%の余裕を含む 

※2 小名浜気象台で観測された 1972 年～1976 年の 5 年間の観測データにおける累積出現率が 99％と

なる最高温度 
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3.1.3.3 運転管理および保守管理 

(1) 運転管理 

排風機の起動/停止操作は，屋外地上部に設置したコンテナハウス内の現場制御盤で

行うものとし，故障等により排風機が停止した場合には，予備機が自動起動する。 

現場制御盤では，排風機の運転状態（起動停止状態），放射性物質濃度が表示され，

それらの異常を検知した場合には，警報を発する。また，免震重要棟でも同様に，排風

機の運転状態（起動停止状態），放射性物質濃度が表示され，それらの情報に異常を検

知した場合は，警報を発するシステムとなっている。 

放射性物質濃度測定器を排気フィルタユニットの出入口に設置し，燃料取り出し用

カバー内から大気に放出される放射性物質濃度を測定する。 

 

(2) 保守管理 

換気設備については安全上重要な設備ではなく，運転継続性の要求が高くない。保守

作業に伴う被ばくを極力低減する観点から，異常の兆候が確認された場合に対応する。

なお，排気フィルタユニット出口の放射性物質濃度測定器については，外部への放射性

物質放出抑制の監視の観点から多重化し，機器の単一故障により機能が喪失した場合

でも測定可能な設備構成とする。 

また，フィルタについては，差圧計（プレフィルタ，高性能粒子フィルタに設置）又

は線量計（高性能粒子フィルタに設置）の値を確認しながら，必要な時期に交換する。 

 

3.1.3.4 異常時の措置 

燃料取り出し用カバー換気設備が停止しても，セシウムの使用済燃料プールから大気

への移行割合は，1×10-3～1×10-5％程度であり，３号機から放出される放射性物質は小

さいと評価されている（Ⅱ.2.3 使用済燃料プール設備参照）ことから，放射性物質の異

常な放出とならないと考えられる。また，３号機の使用済燃料プール水における放射性物

質濃度は，Cs-134：2.4×103Bq/cm3，Cs-137：3.9×103Bq/cm3（平成 24 年 9 月 24 日に使

用済燃料プールより採取した水の分析結果）である。 

なお，燃料取り出し用カバー換気設備は，機器の単一故障が発生した場合を想定して，

送風機，排風機及び電源の多重化を実施しており，切替等により機能喪失後の速やかな運

転の再開を可能とする。また，排気フィルタユニット出口の放射性物質濃度測定器につい

ては，２台の連続運転とし，１台故障時においても放射性物質濃度を計測可能とする。 
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3.2 放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について 

3.2.1  排気フィルタによる低減効果 

燃料取り出し用カバー内から排気フィルタユニットを通じて大気へ放出される放射性物

質は，高性能粒子フィルタ（効率 97% (粒径 0.3μm)以上）により低減される。 

セシウムの使用済燃料プールから大気への移行割合は，1×10-3～1×10-5％程度であり，

３号機から放出される放射性物質は小さいと評価されている。（Ⅱ.2.3使用済燃料プール設

備参照） 

表 3-2に３号機原子炉建屋上部で測定された放射性物質濃度を示す。仮に，燃料取り出し

用カバー内が表 3-2 に示す放射性物質濃度であった場合，排気フィルタを通過して大気へ

放出される放射性物質濃度は表 3-3の通りとなる。 

 

表 3-2 ３号機原子炉建屋上部の放射性物質濃度（Bq/cm3） 

核種 原子炉上北東側（横方向）※ 

Cs-134 約 5.2×10-4 

Cs-137 約 8.0×10-4 

※平成 24年 9月 6日測定 

 

Q=C・(1-f) 

Q ：フィルタ通過後の放射性物質濃度（Bq/cm3） 

C ：カバー内に吸い込まれる外気の放射性物質濃度（Bq/cm3）（表 3-2参照） 

f ：フィルタ効率（高性能粒子フィルタ 97%） 

 

表 3-3 フィルタ通過後の放射性物質濃度 

核種 濃度（Bq/cm3） 

Cs-134 約 1.6×10-5 

Cs-137 約 2.4×10-5 

 

以上の結果，表 3-2 及び表 3-3 より，フィルタ通過後の放射性物質濃度は約 1/30 と

なる。 

 

3.2.2  敷地境界線量（本換気設備は，2018年 8月に運用開始しており，運用後の放出管理

及び線量評価は「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2放射性廃棄物等の管理に関する

補足説明」により行っている。） 

3.2.2.1 評価条件 

(1) 燃料取り出し用カバー内が，表 3-2に示す３号機オペレーティングフロア上の放射性
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物質濃度であった場合に排気フィルタユニットを介して大気に放出されるものと仮

定する。 

(2) 減衰は考慮しない。 

(3) 地上放出と仮定する。 

(4) 燃料取り出し用カバーの供用期間である 5年間（想定）に放出される放射性物質が地

表に沈着し蓄積した時点のγ線に起因する実効線量と仮定し評価する。 

(5) 大気拡散の評価に用いる気象条件は，福島第一原子力発電所原子炉設置変更許可申請

書で採用したものと同じ気象データを使用する。 

 

3.2.2.2 評価方法 

燃料取り出し用カバー排気フィルタユニットから放出される放射性物質による一般公

衆の実効線量は，以下の被ばく経路について年間実効線量(mSv/年)を評価する。 

(1) 放射性雲からのγ線に起因する実効線量  

(2) 吸入摂取による実効線量 

(3) 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

 

3.2.2.3 放射性雲からのγ線に起因する実効線量 

放射性物質のγ線に起因する実効線量については，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線

量目標値に対する評価指針」の放射性雲からのγ線による実効線量の評価の評価式を用

いて評価する。 

(1) 計算地点における空気カーマ率の計算 

計算地点（x，y，0）における空気カーマ率は，次式により計算する。 

 

dzdydx)z,y,xχ(B(μr)
r4π

rμ
μEKD ''''''

2en1
e


−

=   
 

−


0 0
 ・・・ 3-1 

 

ここで，  D ：計算地点(x，y，0)における空気カーマ率（μGy/h） 

K1 ：空気カーマ率への換算係数（4.46×10-4
hBqMeV

μGymdis 3



 ） 

E ：γ線の実効エネルギ（0.5MeV/dis）  

μen ：空気に対するγ線の線エネルギ吸収係数（m-1）  

μ ：空気に対するγ線の線減衰係数（m-1）  

r ：放射性雲中の点 )z,y,x( ''' から計算地点（x，y，0）までの距離（m） 

B(μr) ：空気に対するγ線の再生係数 

γ(μr)β(μr)α(μr)1B(μr) 32 +++=  

ただし，μen，μ，α，β，γについては，0.5MeVのγ線に対する値を用い，以下の
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とおりとする。 

μen=3.84×10-3(m-1)，μ=1.05×10-2(m-1) 

α=1.000， β=0.4492，γ=0.0038 

)z,y,xχ( ''' ：放射性雲中の点 )z,y,x( ''' における濃度（Bq/m3） 

なお， )z,y,xχ( ''' は，次式により計算する。 

 
















+−+

−−−


= eee σ2
H)z(

σ2
H)z(

σ2
y

Uσσ2π

Q
)z,y,xχ( 2

z

' 2

2
z

' 2

2
y

'2

zy

''' ・ 3-2 

 

ここで，  Q ：放射性物質の放出率（Bq/s） 

U ：放出源高さを代表する風速（m/s） 

H ：放出源の有効高さ（m）  

σy ：濃度分布の y’方向の拡がりのパラメータ（m）  

σZ ：濃度分布の z’方向の拡がりのパラメータ（m）  

このとき，有効高さと同じ高度（z’= H）の軸上で放射性物質濃度が最も濃くなる。

被ばく評価地点は地上（z’= 0）であるため，地上放散が最も厳しい評価を与えること

になる。 

(2) 実効線量の計算 

計算地点における年間の実効線量は，計算地点を含む方位に向かう放射性雲のγ線

からの空気カーマを合計して，次式により計算する。 

 

)DDD(ffKH 1L1LL0h2γ +− ++=

 

・・・・・・・・ 3-3 

 

ここで，  Hγ ：放射性物質のγ線に起因する年間の実効線量（μSv/y） 

K2 ：空気カーマから実効線量への換算係数（0.8μSv/μGy） 

fh ：家屋の遮蔽係数（1.0） 

f0 ：居住係数（1.0） 

DL  ：計算地点を含む方位(L)に向かう放射性雲による年間平均のγ線

による空気カーマ(μGy/y)。 

 

3.2.2.4 吸入摂取による実効線量 

吸入摂取による実効線量については，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対

する評価指針」の吸入摂取による実効線量の評価の評価式を用いて評価する。 

(1) 放射性物質の年平均地表空気中濃度の計算 

計算地点における年平均地表空気中濃度χは，3-2 式を用い，隣接方位からの寄与も

考慮して，次式により計算する。 
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 +− ++=
j

1jL
j

1jL
j

jL χχχχ  ・・・・・・・・・・・・ 3-4 

 

ここで，   j ：大気安定度（A～F） 

L ：計算地点を含む方位 

(2) 線量の計算 

放射性物質の呼吸による実効線量は，次式により計算する。 

 

 =
i

IiIiI AK365H  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-5 

χMA iaIi =  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-6 

 

ここで，  HI ：吸入摂取による年間の実効線量（μSv/y） 

365 ：年間日数への換算係数（d/y） 

KIi ：核種 i の吸入摂取による成人実効線量換算係数（μSv/Bq） 

AIi ：核種 iの吸入による摂取率（Bq/d） 

Ma ：人間の呼吸率（m3/d） 

   （成人の 1日平均の呼吸率：22.2m3/dを使用） 

χi  ：核種 iの年平均地表空気中濃度（Bq/m3）  

 

表 3-4 吸入摂取による成人の実効線量換算係数（μSv/Bq） 

核種 Cs-134 Cs-137 

KIi 2.0×10-2 3.9×10-2 

 

3.2.2.5 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量については，「発電用軽水型

原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」の地面に沈着した放射性

物質濃度を計算し，放射性物質濃度からの実効線量への換算係数を用いて評価する。 

(1) 放射性物質の年平均地上空気中濃度の計算 

計算地点における年平均地上空気中濃度χは，3-4式により計算する。 

(2) 線量の計算 

地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は，次式により計算する。 

 =
i

OiGiG SKH  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-7 

( )Tλ1
λ

f
VχS Oi

i

1
giOi

−
−= e  ・・・・・・・・・・・・ 3-8 
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ここで，  HG ：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する 

年間の実効線量（μSv/y） 

KGi ：核種 iの地表沈着による外部被ばく線量換算係数(
mBq

yμSv
2
) 

SOi ：核種 iの地表濃度（Bq/m2）  

χi  ：核種 iの年平均地表空気中濃度（Bq/m3）  

Vg ：沈着速度（0.01m/s） 

λi ：核種 iの物理的減衰係数（s-1） 

To ：放射性物質の放出期間（s）（カバー供用期間の 5年を想定） 

f1 ：沈着した放射性物質のうち残存する割合（保守的に 1 を用いる） 

 

表 3-5 核種 iの地表沈着による外部被ばく線量換算係数（(Sv/s)/(Bq/m2)） 

核種 Cs-134 Cs-137 

KGi 1.5×10-15 5.8×10-16 

 

3.2.2.6 評価結果 

表 3-3 に示す濃度の放射性物質の放出が燃料取り出し用カバーの供用期間である 5 年

間（想定）続くと仮定して算出した結果，年間被ばく線量は敷地境界で約 0.015mSv／年

であり，法令の線量限度 1mSv／年に比べても十分低いと評価される。（表 3-6参照） 

また，「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3編 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」

での評価（約 0.03mSv/年）に比べても低いと評価される。 

 

表 3-6 燃料取り出し用カバー排気フィルタユニットからの 

放射性物質の放出による一般公衆の実効線量（mSv/年） 

評価項目 
合計 

放射性雲 吸入摂取 地表沈着 

約 4.5×10-7 約 1.3×10-4 約 1.5×10-2 約 1.5×10-2 
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【燃料取り出し用カバー】 

・ 作業環境整備区画を構成・支持する架構及び附属設備を指す。 

・ 燃料取り出し用カバーのうち，作業環境整備区画は外装材等により区画し，換気

対象範囲とする。 

【雨養生範囲】 

・ 燃料取り出し用カバー以外のオペレーティングフロアエリアは雨水対策を施す。 

・ 換気対象範囲外とする。 

 

 

図 3-1 燃料取り出し用カバー概略図 
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図 3-2 燃料取り出し用カバー換気設備概略構成図 

 

 

図 3-3 燃料取り出し用カバー換気設備配置図

原子炉建屋 

燃料取り出し用カバー 

排気フィルタユニット 

及び排風機 

燃料取扱設備 

支持架構 

放射性物質濃度測定器現場制御盤 

（コンテナハウス内） 運用補助 

共用施設 

排風機現場制御盤 

（コンテナハウス内） 
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図 3-4 燃料取り出し用カバー換気設備系統図 

原子炉建屋 

燃料取り出し用カバー 

（作業環境整備区画） 
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※平成 29年 9月時点 

 

図 3-5 燃料取り出し用カバー換気設備電源系統図 



 

Ⅱ-2-11-添 3-1-26 

4 ２号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について 

4.1 燃料取り出し用構台について 

4.1.1  概要 

燃料取り出し用構台は，作業に支障が生じることのないよう作業に必要な範囲をカバー

し，風雨を遮る構造とする。また，燃料取り出し作業に伴い建屋等に付着した放射性物質の

舞い上がりによる大気放出を抑制するため，燃料取り出し用構台は隙間を低減した構造と

するとともに，換気設備を設け，排気はフィルタユニットを通じて大気へ放出する。また，

現在，発電所敷地内でよう素（I-131）は検出されていないことから，フィルタユニットは，

発電所敷地内等で検出されているセシウム（Cs-134,137）の大気への放出が低減できる設計

とする。 

 

4.1.2  燃料取り出し用構台 

燃料取り出し用構台の大きさは，約 33m（南北）×約 27m（東西）×約 45m（地上高）で

ある。主体構造は鉄骨造であり，燃料取り出し用構台作業エリアの壁面及び屋根面を外装材

で覆い，風雨を遮る構造とする。（図 4-1 燃料取り出し用構台概略図参照） 

 

4.1.3  換気設備 

4.1.3.1 系統構成 

換気設備は，原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台内の気体を

吸引し，排気ダクトを経由して燃料取り出し用構台地上階に設置した排気フィルタユニ

ットへ導く。排気フィルタユニットは，プレフィルタ，高性能粒子フィルタ等で構成され，

各フィルタで放射性物質を捕集した後の気体を吹上用排気ダクトから大気へ放出する。 

排気フィルタユニットは，約 10,000m3/hのユニットを 4系列（うち 1系列は予備），排

風機は，換気風量約 30,000m3/h のユニットを 2 系列（うち 1 系列は予備）設置し，原子

炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台作業エリアを約 30,000m3/h の換

気風量で運転する。 

また，原子炉建屋オペレーティングフロア内，燃料取り出し用構台内及び吹上用排気ダ

クトから大気に放出される放射性物質の濃度を測定するため，放射性物質濃度測定器を

排気フィルタユニットの出入口に設置する。（図 4-2 原子炉建屋オペレーティングフロ

ア及び燃料取り出し用構台換気設備概略構成図，図 4-3 原子炉建屋オペレーティングフ

ロア及び燃料取り出し用構台換気設備配置図，図 4-4 原子炉建屋オペレーティングフロ

ア及び燃料取り出し用構台換気設備系統図参照） 

原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備の電源は，異な

る系統の所内高圧母線から受電可能な構成とする。（図 4-5 原子炉建屋オペレーティン

グフロア及び燃料取り出し用構台換気設備電源系統図参照） 
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表 4-1 換気設備構成 

設備名 構成・配置等 

排気吸込口 
配置：原子炉建屋オペレーティングフロア壁面及び燃料取り出

し用構台床上に設置 

排気フィルタユニット 

配置：燃料取り出し用構台地上階に 4 系列（うち予備 1 系列）

設置 

構成：プレフィルタ／高性能粒子フィルタ 

（効率 97%（粒径 0.3μm）以上） 

フィルタ線量計（各排気フィルタユニットに設置） 

フィルタ差圧計（プレフィルタ，高性能粒子フィルタに

設置） 

排風機 
配置:燃料取り出し用構台地上階に 2系列（うち予備 1系列）設

置 

吹上用排気ダクト 配置：排気フィルタユニットの下流側に設置 

放射性物質濃度測定器 

測定対象：原子炉建屋オペレーティングフロア内，燃料取り出

し用構台内及び大気放出前の放射性物質濃度 

仕様  ：検出器種類 シンチレーション検出器 

計測範囲  10-1～105s-1 

台数    排気フィルタユニット入口 4台 

（原子炉建屋側，燃料取り出し用構台側

2台ずつ） 

排気フィルタユニット出口 2台 

 

4.1.3.2 換気風量について 

原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台内の環境は，燃料取扱機，

クレーン及び電源盤の設備保護のため 40℃以下（設計値）となる換気設備を設けるもの

とする。 

原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台内の熱負荷を除熱するの

に必要な換気風量は，下式により求められる風量に余裕をみた約 30,000m3/hとする。 

 

Q=q/(Cp・ρ・(t1-t2)・1/3600) 

Q：換気（排気）風量（m3/h） 

q：設計用熱負荷，約 80（kW） 

（機器発熱，日射，使用済燃料プールからの熱，原子炉からの熱）※1 

Cp：定圧比熱，1.004652（kJ/kg・℃） 



 

Ⅱ-2-11-添 3-1-28 

ρ：密度，1.2（kg/m3） 

t1：燃料取り出し用構台内温度，40（℃） 

t2：設計用外気温度，28.5（℃）※2 

※1 約 10%の余裕を含む 

※2 小名浜気象台で観測された 1972 年～1976 年の 5 年間の観測データにおける累積出現率が 99％と

なる最高温度 

4.1.3.3 運転管理および保守管理 

(1) 運転管理 

排風機の起動/停止操作は，免震重要棟集中監視室で行うものとし，故障等により排

風機が停止した場合には，予備機が自動起動する。 

免震重要棟集中監視室では，排風機の運転状態（起動停止状態），放射性物質濃度が

表示され，それらの異常を検知した場合には，警報を発する。 

放射性物質濃度測定器を排気フィルタユニットの出入口に設置し，原子炉建屋オペ

レーティングフロア及び燃料取り出し用構台から大気に放出される放射性物質濃度を

測定する。 

(2) 保守管理 

換気設備については安全上重要な設備ではなく，運転継続性の要求が高くない。保守

作業に伴う被ばくを極力低減する観点から，異常の兆候が確認された場合に対応する。

なお，排気フィルタユニット出入口の放射性物質濃度測定器については，現場の放射性

物質監視及び外部への放射性物質飛散抑制の観点から多重化し，機器の単一故障によ

り機能が喪失した場合でも測定可能な設備構成とする。 

また，フィルタについては，差圧計（プレフィルタ，高性能粒子フィルタに設置）又

は線量計（排気フィルタユニットに設置）の値を確認しながら，必要な時期に交換する。 

 

4.1.3.4 異常時の措置 

原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備が停止しても，

セシウムの使用済燃料プールから大気への移行割合は，1×10-5～1×10-3％程度であり，

２号機から放出される放射性物質は小さいと評価されている（Ⅱ.2.3 使用済燃料プール

設備参照）ことから，放射性物質の異常な放出とならないと考えられる。また，２号機の

使用済燃料プール水における放射性物質濃度は，Cs-134：1.42×104Bq/L，Cs-137：5.89

×105Bq/L（令和 2年 10月 15日に使用済燃料プールより採取した水の分析結果）である。 

なお，原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備は，機器の

単一故障が発生した場合を想定して，排風機及び電源の多重化を実施しており，切替等に

より機能喪失後の速やかな運転の再開を可能とする。また，排気フィルタユニット出入口

の放射性物質濃度測定器については，２台の連続運転とし，１台故障時においても放射性

物質濃度を計測可能とする。 
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4.2 放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について 

4.2.1  排気フィルタによる低減効果 

原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台内から排気フィルタユニッ

トを通じて大気へ放出される放射性物質は，プレフィルタ／高性能粒子フィルタ（効率 97% 

(粒径 0.3μm)以上）により低減される。 

セシウムの使用済燃料プールから大気への移行割合は，1×10-5～1×10-3％程度であり，

２号機から放出される放射性物質は小さいと評価されている。（Ⅱ.2.3使用済燃料プール設

備参照） 

表 4-2 に２号機原子炉建屋オペレーティングフロア上で測定された放射性物質濃度を示

す。仮に，原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台内が表 4-2に示す放

射性物質濃度であった場合，排気フィルタを通過して大気へ放出される放射性物質濃度は

表 4-3の通りとなる。 

 

表 4-2 ２号機原子炉建屋オペレーティングフロア上の放射性物質濃度（Bq/cm3） 

核種 

オペレーティングフロア上の濃度 

(令和１年８月～令和２年８月の

検出濃度の平均値) 

Cs-134 約 7.6×10-6 

Cs-137 約 5.0×10-5 

 

Q=C・(1-f) 

Q ：フィルタ通過後の放射性物質濃度（Bq/cm3） 

C ：原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台内の放射性物質濃

度（Bq/cm3）（表 4-2参照） 

f ：フィルタ効率（プレフィルタ／高性能粒子フィルタ 97%） 

 

表 4-3 フィルタ通過後の放射性物質濃度 

核種 濃度（Bq/cm3） 

Cs-134 約 2.3×10-7 

Cs-137 約 1.5×10-6 

 

以上の結果，表 4-2及び表 4-3より，フィルタ通過後の放射性物質濃度は約 1/30とな

る。 
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4.2.2  敷地境界線量  

4.2.2.1 評価条件 

(1) 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台内が，表 4-2に示す２号

機原子炉建屋オペレーティングフロア上の放射性物質濃度であった場合に排気フィ

ルタユニットを介して大気に放出されるものと仮定する。 

(2) 減衰は考慮しない（地表沈着を除く）。 

(3) 地上放出と仮定する。 

(4) 燃料取り出し用構台の供用期間である 5年間（想定）に放出される放射性物質が地表

に沈着し蓄積した時点のγ線に起因する実効線量と仮定し評価する。 

(5) 大気拡散の評価に用いる気象条件は，「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2.2 線量評

価」で示したものと同じ気象データを使用する。 

 

4.2.2.2 評価方法 

原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台排気フィルタユニットか

ら放出される放射性物質による一般公衆の実効線量は，以下の被ばく経路について年間

実効線量(mSv/年)を評価する。 

(1) 放射性雲からのγ線に起因する実効線量 

(2) 吸入摂取による実効線量 

(3) 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

具体的な計算方法等については，「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2.2 線量評価」に

準じる。 

 

4.2.2.3 評価結果 

表 4-3 に示す濃度の放射性物質の放出が燃料取り出し用構台の供用期間である 5 年間

（想定）続くと仮定して算出した結果，年間被ばく線量は敷地境界で約 0.00029mSv／年

であり，法令の線量限度 1mSv／年に比べても十分低いと評価される（表 4-4参照）。 

また，「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3編 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」

での評価（約 0.0088mSv/年）に比べても低いと評価される。 

 

表 4-4 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台排気フィルタ

ユニットからの放射性物質の放出による一般公衆の実効線量（mSv/年） 

評価項目 
合計 

放射性雲 吸入摂取 地表沈着 

約 1.9×10-8 約 1.4×10-5 約 2.8×10-4 約 2.9×10-4 
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【燃料取り出し用構台】 

・ 作業環境整備区画を構成・支持する架構及び附属設備を指す。 

・ 燃料取り出し用構台のうち，作業環境整備区画は外装材等により区画し，換気対

象範囲とする。 

図 4-1 燃料取り出し用構台概略図 

凡例 

   作業環境整備区画 

平面図 

断面図（南北方向） 断面図（東西方向） 
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図 4-2 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備 概略構成図 

 

 

 

図 4-3 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備配置図

原子炉建屋 

燃料取り出し用構台 

換気設備制御盤 

（コンテナハウス内） 

ダスト放射線モニタ監視盤 
（コンテナハウス内） 

排気フィルタユニット 

及び排風機 

PN 
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図 4-4 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備系統図 
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※令和 4年 7月時点 

図 4-5 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備電源系統図 

大熊線4L 大熊線3L

66kV

所内共通 D/G(A) M/C 所内共通 M/C 2B 所内共通 D/G(B) M/C

所内共通M/C 6A

MCC A MCC B

変圧器盤 A

D/G
A

D/G
B

排
風
機(

A)

排
風
機(

B)

電源・制御コンテナ

所内共通 M/C 2A

変圧器盤 B

ヤード

所内共通M/C 6B

凍土遮水壁凍結プラント電気品建屋
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5 １号機放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について 

5.1 大型カバーについて 

5.1.1  概要 

大型カバーは，作業に支障が生じることのないよう作業に必要な範囲をカバーし，風雨を

遮る構造とする。また，オペレーティングフロア上にあるガレキ撤去時の放射性物質の舞い

上がりによる大気放出を抑制するため，大型カバーは隙間を低減した構造とするとともに，

換気設備を設け，排気はフィルタユニットを通じて大気へ放出する。また，現在，発電所敷

地内でよう素（I-131）は検出されていないことから，フィルタユニットは，発電所敷地内

等で検出されているセシウム（Cs-134,137）の大気への放出が低減できる設計とする。 

 

5.1.2  大型カバー 

大型カバーの大きさは，約 66m（南北）×約 56m（東西）×約 68m（地上高）である。主体

構造は鉄骨造であり，作業エリアの壁面及び屋根面は風雨を遮る外装材で覆う計画である。

屋根面及び壁面上部には勾配を設けて，雨水の浸入を防止する構造とする。（図 5-1 大型

カバー概略図参照） 

 

5.1.3  換気設備 

5.1.3.1 系統構成 

換気設備は，大型カバー内の気体を吸引し，排気ダクトを経由して大型カバーの外部に

設置した排気フィルタユニットへ導く。排気フィルタユニットは，プレフィルタ，高性能

粒子フィルタ等で構成され，各フィルタで放射性物質を捕集した後の気体を吹上用排気

ダクトから大気へ放出する。 

排気フィルタユニットは，換気風量約 30,000m3/h のユニットを 2 系列（うち 1 系列は

予備）設置し，約 30,000m3/h の換気風量で運転する。 

また，大型カバー内の放射性物質や吹上用排気ダクトから大気に放出される放射性物

質の濃度を測定するため，放射性物質濃度測定器を排気フィルタユニットの出入口に設

置する。（図 5-2 大型カバー換気設備概略構成図，図 5-3 大型カバー換気設備配置図，

図 5-4 大型カバー換気設備系統図参照） 

大型カバー換気設備の電源は，異なる系統の所内高圧母線から受電可能な構成とする。

（図 5-5 大型カバー換気設備電源系統図参照）  



 

Ⅱ-2-11-添 3-1-36 
 

表 5-1 換気設備構成 

 

5.1.3.2 換気風量について 

大型カバー内の環境は，ガレキ撤去用天井クレーン及び電源盤等の設備保護のため

40℃以下（設計値）となる換気設備を設けるものとする。 

大型カバー内の熱負荷を除熱するのに必要な換気風量は，下式により求められる風量

に余裕をみた約 30,000m3/hとする。 

 

Q=q/(Cp・ρ・(t1-t2)・1/3600) 

Q ：換気（排気）風量（m3/h） 

q ：設計用熱負荷，約 103（kW）（機器発熱）※1 

Cp ：定圧比熱，1.004652（kJ/kg・℃） 

ρ ：密度，1.2（kg/m3） 

t1 ：カバー内温度，40（℃） 

t2 ：設計用外気温度，29.7（℃）※2 

※1 約 10%の余裕を含む 

※2 小名浜気象台で観測された 2015 年～2019 年の 5 年間の観測データにおける累積出現率が 99％と

なる最高温度 

 

 

設備名 構成・配置等 

排気吸込口 配置：大型カバー壁面に設置 

排気フィルタユニット 

配置：原子炉建屋北側の屋外に 2系列（うち予備 1系列）設置 

構成：プレフィルタ 

高性能粒子フィルタ（効率 97%（粒径 0.3μm）以上） 

フィルタ線量計（高性能粒子フィルタに設置） 

フィルタ差圧計（プレフィルタ，高性能粒子フィルタに

設置） 

排風機 配置：原子炉建屋北側の屋外に 2系列（うち予備 1系列）設置 

吹上用排気ダクト 配置：排気フィルタユニットの下流側に設置 

放射性物質濃度測定器 

測定対象：大型カバー内及び大気放出前の放射性物質濃度 

仕様  ：検出器種類 シンチレーション検出器 

計測範囲  100～104s-1 

台数    排気フィルタユニット入口 2台 

        排気フィルタユニット出口 2台 
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5.1.3.3 運転管理および保守管理 

(1) 運転管理 

排風機の起動/停止操作は，免震重要棟集中監視室で行うものとし，故障等により排

風機が停止した場合には，予備機が自動起動する。 

免震重要棟集中監視室では，排風機の運転状態（起動停止状態），放射性物質濃度が

表示され，それらの異常を検知した場合には，警報を発する。 

放射性物質濃度測定器を排気フィルタユニットの出入口に設置し，大型カバー内か

ら大気に放出される放射性物質濃度を測定する。 

 

(2) 保守管理 

換気設備についてはオペレーティングフロア上のガレキ撤去作業時に運転が必要な

設備であり，運転継続性の要求が高くない。保守作業に伴う被ばくを極力低減する観点

から，異常の兆候が確認された場合に対応する。なお，排気フィルタユニット出入口の

放射性物質濃度測定器については，現場の放射性物質濃度監視及び外部への放射性物

質飛散抑制の観点から多重化し，機器の故障により機能が喪失した場合でも測定可能

な設備構成とする。 

また，フィルタについては，差圧計（プレフィルタ，高性能粒子フィルタに設置）又

は線量計（高性能粒子フィルタに設置）の値を確認しながら，必要な時期に交換する。 

 

5.1.3.4 異常時の措置 

大型カバー換気設備が停止しても，セシウムの使用済燃料プールから大気への移行割

合は，1×10-5～1×10-3％程度であり，１号機から放出される放射性物質は小さいと評価

されている（Ⅱ.2.3 使用済燃料プール設備参照）ことから，放射性物質の異常な放出と

ならないと考えられる。また，１号機の使用済燃料プール水における放射性物質濃度は， 

Cs-134：2.32×105Bq/L，Cs-137：7.02×106Bq/L（令和 3 年 4 月 23 日に使用済燃料プー

ルより採取した水の分析結果）である。 

なお，大型カバー換気設備は，機器の故障が発生した場合を想定して，排風機及び電源

の多重化を実施しており，切替等により機能喪失後の速やかな運転の再開を可能とする。

また，排気フィルタユニット出入口の放射性物質濃度測定器については，２台の連続運転

とし，１台故障時においても放射性物質濃度を計測可能とする。 

 

5.2 放射性物質の飛散・拡散を防止するための機能について 

5.2.1  排気フィルタによる低減効果 

大型カバー内から排気フィルタユニットを通じて大気へ放出される放射性物質は，プレ

フィルタ／高性能粒子フィルタ（効率 97% (粒径 0.3μm)以上）により低減される。 
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セシウムの使用済燃料プールから大気への移行割合は，1×10-5～1×10-3％程度であり，

１号機から放出される放射性物質は小さいと評価されている。（Ⅱ.2.3使用済燃料プール設

備参照） 

1号機原子炉建屋オペレーティングフロア上のガレキ撤去実施に伴う大型カバー内での

放射性物質の放出率は，下式により求められ表 5-2の通りとなる。 

R1=Sd・A・S/h 

R1 ：ガレキ撤去実施に伴う大型カバー内での放射性物質の放出率（Bq/h） 

Sd ：崩落屋根鉄骨の表面汚染密度，1.69×108（Bq/cm2）※1 

A ：ガレキ撤去（鉄骨切断）に伴う欠損面積，約 190（cm2） 

S ：飛散率，0.02（%）※2 

h ：1 切断にかかる作業時間，0.23（h） 

※1 2016 年 10 月に実施した 1 号機オペレーティングフロア上の空間線量率の測定結果から遮蔽計算

コードにて表面汚染密度へ換算 

※2 （財）電力中央研究所「廃止措置工事環境影響ハンドブック（第 3次版）」（平成 19年 3月）より

引用 

 

表 5-2 １号機原子炉建屋オペレーティングフロア上の 

ガレキ撤去時の放射性物質の放出率（Bq/h） 

放出率 

約 2.8×107 

 

仮に，ガレキ撤去実施に伴い大型カバー内で放射性物質が表 5-2に示す放出率で飛散す

る場合，排気フィルタを通過して大気へ放出される放射性物質の放出率は下式により求め

られ表 5-3の通りとなる。 

 

R2=R1・(1-f)・h1/h2 

R2 ：フィルタ通過後の放射性物質の放出率（Bq/h） 

R1 ：大型カバー内の放射性物質の放出率（Bq/h）（表 5-2参照） 

f ：フィルタ効率（プレフィルタ／高性能粒子フィルタ 97%） 

h1 ：1 月あたりのガレキ撤去作業時間，約 100（h/月） 

h2 ：1 月の総時間数，720（h/月） 
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表 5-3 フィルタ通過後の放射性物質の放出率（Bq/h） 

核種 放出率※ 

Cs-134 約 6.8×103 

Cs-137 約 1.1×105 

※核種比を考慮して算出 

 

5.2.2  敷地境界線量 

5.2.2.1 評価条件 

(1) ガレキ撤去実施時において，大型カバー内が，表 5-2に示す放出率で放射性物質が飛

散した場合に排気フィルタユニットを介して大気に放出されるものと仮定する。 

(2) 減衰は考慮しない（地表沈着を除く）。 

(3) 地上放出と仮定する。 

(4) 大型カバーの供用期間である 6年間（想定）に放出される放射性物質が地表に沈着し

蓄積した時点のγ線に起因する実効線量と仮定し評価する。 

(5) 大気拡散の評価に用いる気象条件は，「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3 編 2.2 線量評

価」で示したものと同じ気象データを使用する。 

 

5.2.2.2 評価方法 

大型カバー排気フィルタユニットから放出される放射性物質による一般公衆の実効線

量は，以下の被ばく経路について年間実効線量(mSv/年)を評価する。 

(1) 放射性雲からのγ線に起因する実効線量 

(2) 吸入摂取による実効線量 

(3) 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

具体的な計算方法等については，「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3編 2.2 線量評価」に

準じる。 

 

5.2.2.3 評価結果 

表 5-3に示す放出率で放射性物質の放出が大型カバーの供用期間である 6年間（想定）

続くと仮定して算出した結果，年間被ばく線量は敷地境界で約 0.00070mSv／年であり，

法令の線量限度 1mSv／年に比べても十分低いと評価される（表 5-4参照）。 

また，「Ⅲ特定原子力施設の保安 第 3編 2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明」

での評価（約 0.0088mSv/年）に比べても低いと評価される。 
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表 5-4 大型カバー排気フィルタユニットからの 

放射性物質の放出による一般公衆の実効線量（mSv/年） 

評価項目 
合計 

放射性雲 吸入摂取 地表沈着 

約 3.5×10-8 約 3.0×10-5 約 6.7×10-4 約 7.0×10-4 
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【大型カバー】 

・ 作業環境整備区画を構成・支持する架構及び附属設備を指す。 

・ 大型カバーのうち，作業環境整備区画は外装材等により区画し，換気対象範囲と

する。 

 

図 5-1 大型カバー概略図 

 

 

 

 

 

 

 

平面図 

断面図（東西方向） 断面図（南北方向） 

原子炉建屋 原子炉建屋 

原子炉建屋 
作業環境整備区画 

凡例 

西 東 北 南 
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図 5-2 大型カバー換気設備概略構成図 

 

 

図 5-3 大型カバー換気設備配置図
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図 5-4 大型カバー換気設備系統図

GD ：逆流防止ダンパ 

VD ：風量調整ダンパ 

：フィルタ差圧計 

凡例 

：放射性物質濃度測定器 

：フィルタ線量計 RE 
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※令和 3 年 8 月時点 

 

図 5-5 大型カバー換気設備電源系統図 
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6 別添 

別添－１ ４号機燃料取り出し用カバー換気設備に係る確認事項 

別添－２ ３号機燃料取り出し用カバー換気設備に係る確認事項 

別添－３ ２号機原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備 

に係る確認事項 

別添－４ １号機大型カバー換気設備に係る確認事項 
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添付資料－３－１ 別添－１ 

 

４号機燃料取り出し用カバー換気設備に係る確認事項 

 

 ４号機燃料取り出し用カバー換気設備に係る主要な確認事項を表－１に示す。 

 

表－１ ４号機燃料取り出し用カバー換気設備に係る確認事項 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

放出抑制 

機能確認 

風量確認 
送風機・排風機の換気風量を

確認する。 

送風機・排風機が１台当たり 

25,000m3/h以上であること。 

送風機・排風機が定格運転

（２台運転１台予備）におい

て，50,000m3/h以上であるこ

と。 

フィルタ 

性能確認 

フィルタの放射性物質の除去

効率を確認する。 

放射性物質の除去効率が 97%

以上であること。 

構造確認 据付確認 
放射性物質濃度の測定箇所を

確認する。 

放射性物質濃度測定箇所が実

施計画通りであること。 

監視 機能確認 
監視機能 

確認 

監視設備により運転状態等が

監視できることを確認する。 

送風機・排風機の運転状態，

放射性物質濃度が免震重要棟

内のモニタに表示され監視可

能であること。 
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添付資料－３－１ 別添－２ 

 

３号機燃料取り出し用カバー換気設備に係る確認事項 

 

 ３号機燃料取り出し用カバー換気設備に係る主要な確認事項を表－１に示す。 

 

表－１ ３号機燃料取り出し用カバー換気設備に係る確認事項 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

放出抑制 

機能確認 

風量確認 
排風機の出口風量を確認す

る。 

排風機が１台当たり 

30,000m3/h以上であること。 

フィルタ 

性能確認 

フィルタの放射性物質の除去

効率を確認する。 

放射性物質の除去効率が 97%

以上であること。 

構造確認 据付確認 
放射性物質濃度の測定箇所を

確認する。 

放射性物質濃度測定箇所が実

施計画通りであること。 

監視 機能確認 
監視機能 

確認 

監視設備により運転状態等が

監視できることを確認する。 

排風機の運転状態，放射性物

質濃度が免震重要棟内のモニ

タに表示され監視可能である

こと。 

設定値において警報及び表示

灯が作動することを確認す

る。 

許容範囲以内で警報及び表示

灯が作動すること。 

標準線源を用いて検出器性能

を確認する。 

計数効率が規定値以上である

こと。 

放射性物質濃度が現場と免震

重要棟に表示されることを確

認する。 

各指示値が許容値範囲以内に

入っていること。 
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添付資料－３－１ 別添－３ 

 

２号機原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備 

に係る確認事項 

 

 ２号機原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備に係る主要

な確認事項を表－１に示す。また， 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し

用構台換気設備の系統図，排風機の外形図及び排気フィルタユニットの外形図を図－１，図

―２，図―３に示す。 

 

表－１ ２号機原子炉建屋オペレーティングフロア及び 

燃料取り出し用構台換気設備に係る確認事項 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 
検査 

場所 

放出抑制 

・監視 

構造確認 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 現地 

据付確認 系統構成を確認する。 
系統構成が図－１の通りであ

ること。 
現地 

機能確認 

風量確認 
排風機の出口風量を確認

する。 

排風機が１台当たり 

30,000m3/h以上であること。 
現地 

フィルタ 

性能確認 

フィルタの放射性物質の

除去効率を確認する。 

放射性物質の除去効率が

97%(粒径 0.3μm)以上である

こと。 

現地 

監視機能 

確認 

監視設備により運転状態

等が監視できることを確

認する。 

排風機の運転状態，放射性物

質濃度が免震重要棟内のモニ

タに表示され監視可能である

こと。 

現地 

設定値において警報及び

表示灯が作動することを

確認する。 

許容範囲以内で警報及び表示

灯が作動すること。 
現地 

標準線源を用いて検出器

性能を確認する。 

計数効率が規定値以上である

こと。 
現地 

放射性物質濃度が現場と

免震重要棟に表示される

ことを確認する。 

放射性物質濃度が現地と免震

重要棟に表示され監視可能で

あること。 

現地 
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図－１ 原子炉建屋オペレーティングフロア及び燃料取り出し用構台換気設備系統図（添付３－１ 図４－４再掲） 
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図－２ 排風機 外形図 
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図－３ 排気フィルタユニット 外形図
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添付資料－３－１ 別添－４ 

 

１号機大型カバー換気設備に係る確認事項 

 

 １号機大型カバー換気設備に係る主要な確認事項を表－１に示す。また，大型カバー換気

設備の系統図，排風機の外形図及び排気フィルタユニットの外形図を図－1，図－２，図－

３に示す。 

 

表－１ １号機大型カバー換気設備に係る確認事項 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 
検査 

場所 

放出抑制 

・監視 

構造確認 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

現地 

据付確認 系統構成を確認する。 
系統構成が図－１の通りであ

ること。 

機能確認 

風量確認 
排風機の出口風量を確認

する。 

排風機が１台当たり 

30,000m3/h以上であること。 

フィルタ 

性能確認 

フィルタの放射性物質の

除去効率を確認する。 

放射性物質の除去効率が

97%(粒径 0.3μm)以上である

こと。 

監視機能 

確認 

監視設備により運転状態

等が監視できることを確

認する。 

排風機の運転状態，放射性物

質濃度が免震重要棟内のモニ

タに表示され監視可能である

こと。 

設定値において警報及び

表示灯が作動することを

確認する。 

許容範囲以内で警報及び表示

灯が作動すること。 

標準線源を用いて検出器

性能を確認する。 

計数効率が規定値以上である

こと。 

放射性物質濃度が現場と

免震重要棟に表示される

ことを確認する。 

放射性物質濃度が現地と免震

重要棟に表示され監視可能で

あること。 
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図－１ 大型カバー換気設備系統図（添付３－１ 図５－４再掲）
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図－２ 排風機 外形図 
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図－３ 排気フィルタユニット 外形図 
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移送操作中の燃料集合体の落下 

 

1. 原因 

 福島第一２～４号機使用済燃料プール内における燃料の移送操作中に，何らかの原因で

燃料集合体が落下して破損し，放射性物質が環境に放出される。 

 

2. 事故防止対策 

 燃料集合体の落下を防止するため，次のような設計及び運転管理上の対策を講じる。 

(1) 燃料取扱機は，燃料集合体の総重量を十分上回る重量に耐えることのできる強度に

設計する。 

(2) 燃料把握機のワイヤを二重化する。 

(3) 燃料把握機は，圧縮空気等の駆動源が喪失した場合，燃料集合体が外れないフェイ

ル・セイフ設計とする。 

(4) 燃料把握機が燃料集合体を確実につかんでいない場合には，吊上げができないよう

なインターロックを設ける。 

(5) 運転要領を十分整備し，よく訓練された監督者の直接指揮下で燃料取扱作業を行う

運転管理体制をとる。 

(6) 使用済燃料プールに貯蔵されている燃料集合体について，移送前に燃料集合体の機

械的健全性を確認する。 

(7) 燃料集合体の機械的健全性確認において，破損が確認された燃料集合体を移送する

場合には，破損形態に応じた適切な取扱手法及び収納方法により，放射性物質の飛

散・拡散を防止する。 

 

3. 第４号機核分裂生成物の放出量及び線量の評価 

3.1. 核分裂生成物の放出量 

(1) 破損燃料棒の評価 

本事故時に破損する燃料棒の本数は，次の仮定に基づいて評価する。 

a. 燃料取り出し作業に際し，使用済燃料貯蔵ラックの上部で取扱中の燃料集合体 1

体が使用済燃料貯蔵ラックに落下するものと仮定する。 

b. 落下による燃料集合体の破損体数は，炉心での落下を想定した設置許可申請書の

評価と同様の 2.3体とする。 

なお，炉心での落下高さ 10m に対し，使用済燃料プールでの落下高さは使用済燃

料貯蔵ラックへの落下及び構内用輸送容器への落下共に 1m以下であり，装荷・貯蔵

されている燃料集合体の配置密度も炉心と比較して使用済燃料プール及び構内用輸

添付資料－３－３ 
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送容器の方が低いため，使用済燃料プールでの落下を想定した場合の破損体数が，

炉心での落下を想定した場合の破損体数を上回ることはない。 

(2) 評価条件 

事故時の核分裂生成物の移行と放出量の評価は，次の仮定に基づいて行う。 

a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は，原子炉が定格出力の約 105％（熱出力

2,483MW）で十分長時間（2,000日）運転された取替炉心のサイクル末期の最大出力

燃料集合体について行う。 

b. 燃料取り出し作業は，原子炉停止後 365日冷却された後に行われるものとし，原

子炉停止後の放射能の減衰は考えるものとする。 

なお，第４号機の発電停止は 2010年 11月 30日であり，使用済燃料プールからの

燃料取り出しはステップ 2 終了から 2 年以内の 2013年 11月頃の開始を目標として

いる。この場合の冷却日数は約 1100日となる。 

c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとす

る。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については，半減期の長い

核種の放出が支配的であることを考えて，破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希

ガス及びよう素それぞれ 30％とする。 

d. 放出された希ガスは，全量が水中から燃料取り出し用カバーの空気中へ移行する

ものとする。 

e. 燃料取り出し作業開始時には，燃料及び冷却材温度は低下しているので，放出さ

れたよう素のうち 1％は有機状とし，すべて燃料取り出し用カバー内に移行するも

のとする。 

f. 水中へ放出された無機よう素の水中での除染係数は 500とする。 

 (3) 評価結果 

上記の評価条件に基づいて計算した核分裂生成物の大気中への放出量は表 3.1 の通

りである。 

表 3.1 核分裂生成物の大気中への放出量 

核分裂生成物 放出量 

希ガス(γ線実効エネルギ 0.5MeV換算値) 

大気放出量 
約 5.0×1011Bq 

よう素(I-131等価量(小児実効))大気放出量 約 3.3×106Bq 

よう素(I-131等価量(成人実効))大気放出量 約 1.3×107Bq 

 

3.2. 線量の評価 

(1) 評価の前提 

大気中へ放出される核分裂生成物は，地上放出されるものとし，これによる実効線

量の計算は，次の仮定に基づいて行う。 
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a. 敷地境界外の地表空気中濃度は，「Ⅱ2.1原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付

資料 5 別紙 1」に記載の計算方法により求めた相対濃度（χ／Ｑ）に核分裂生成物

の全放出量を乗じて求める。 

なお，相対濃度（χ／Ｑ）は福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書

類六に記載の主蒸気管破断（地上放出）と同じ計算条件で求めた値 9.7×10-5s/m3

を適用する。 

b. 敷地境界外の希ガスからのγ線による空気吸収線量は，「Ⅱ2.1原子炉圧力容器・

格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載の計算方法により求めた相対線量（Ｄ

／Ｑ）に希ガスの全放出量を乗じて求める。 

なお，相対線量（Ｄ／Ｑ）は相対濃度（χ／Ｑ）と同じ計算条件で求めた値 8.2

×10-19Gy/Bqを適用する。 

  

(2) 評価方法 

敷地境界外における実効線量は，次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被

ばく（γ線及びβ線）による実効線量の和として計算する。 

よう素の吸入摂取による内部被ばく実効線量ＨI（Sv）は，(3.2-1)式で計算する。 

ＨI＝Ｒ・Ｈ∞・χ／Ｑ・ＱI･････････････････････････････（3.2-1） 

ここで， 

   Ｒ  ：呼吸率（m3/s） 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の

活動中の呼吸率（小児：0.31m3/h，成人：1.2m3/h）を秒当た

りに換算して用いる。 

Ｈ∞    ：よう素（Ｉ-131）を 1Bq吸入した場合の実効線量 

（I-131，小児：1.6×10-7Sv/Bq，成人：2.0×10-8Sv/Bq） 

   χ／Ｑ ：相対濃度（s/m3） 

   ＱI  ：事故期間中のよう素の大気放出量（Bq）（Ｉ-131等価量） 

希ガスからのγ線による外部被ばく実効線量Ｈγ（Sv）は，(3.2-2)式で計算する。 

Ｈγ＝Ｋ・Ｄ／Ｑ・Ｑγ･････････････････････････････････（3.2-2） 

ここで， 

   Ｋ  ：空気吸収線量から実効線量への換算係数（Ｋ＝1Sv/Gy） 

   Ｄ／Ｑ ：相対線量（Gy/Bq） 

   Ｑγ ：事故期間中の希ガスの大気放出量（Bq） 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV換算値） 

希ガスからのβ線による外部被ばく実効線量Ｈβ（Sv）は，(3.2-3)式で計算する。 

Ｈβ＝6.2×10-14・χ／Ｑ・Ｑβ・Ｅβ・ＷＴＳ･･････････････（3.2-3） 

ここで， 
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   χ／Ｑ ：相対濃度（s/m3） 

   Ｑβ ：事故期間中の希ガスの大気放出量（Bq） 

   Ｅβ ：β線のエネルギ（MeV）（0.251MeV Kr-85実効エネルギ） 

   ＷＴＳ ：皮膚の組織荷重係数は ICRP Publication.60 の値を用いる。 

（0.01） 

 

(3) 評価結果 

上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表 3.2 の

通りである。 

表 3.2 燃料集合体の落下時の実効線量 

実効線量（小児） 実効線量（成人） 

約 2.1×10-3mSv 約 2.1×10-3mSv 

 

上記の値から判断して，本事象による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは

十分に小さいものと考えられる。 

 

今回評価した実効線量は福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類十に

記載の燃料集合体落下事故での評価（6.8×10-2mSv）と比較して１桁以上減少してい

るが，その原因は，原子炉設置許可申請書の評価で排気筒放出であったものが，今回

地上放出として評価することによる実効線量の上昇要因があるものの，冷却が進んだ

ことによる希ガス及びよう素の減少効果がそれ以上に大きいことである。 

 

3.3. 判断基準への適合性の検討 

 3.1，3.2 に示した通り，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えること

はない。 
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4. 第３号機核分裂生成物の放出量及び線量の評価 

4.1. 核分裂生成物の放出量 

(1) 破損燃料棒の評価 

本事故時に破損する燃料棒の本数は，次の仮定に基づいて評価する。 

a. 燃料取り出し作業に際し，使用済燃料貯蔵ラックの上部で取扱中の燃料集合体 1

体が使用済燃料貯蔵ラックに落下するものと仮定する。 

b. 落下による燃料集合体の破損体数は，炉心での落下を想定した設置許可申請書の

評価と同様の 2.3体とする。 

なお，炉心での落下高さ 10m に対し，使用済燃料プールでの落下高さは使用済燃

料貯蔵ラックへの落下及び構内用輸送容器への落下共に 1m以下であり，装荷・貯蔵

されている燃料集合体の配置密度も炉心と比較して使用済燃料プール及び構内用輸

送容器の方が低いため，使用済燃料プールでの落下を想定した場合の破損体数が，

炉心での落下を想定した場合の破損体数を上回ることはない。 

(2) 評価条件 

事故時の核分裂生成物の移行と放出量の評価は，次の仮定に基づいて行う。 

a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は，原子炉が定格出力の約 105％（熱出力

2,483MW）で十分長時間（2,000日）運転された取替炉心のサイクル末期の最大出力

燃料集合体について行う。 

b. 燃料取り出し作業は，原子炉停止後 365日冷却された後に行われるものとし，原

子炉停止後の放射能の減衰は考えるものとする。 

なお，第３号機の使用済燃料プールに貯蔵中の使用済燃料は 2010 年 6 月 18 日に

発電停止したものであり，使用済燃料プールからの燃料取り出しはステップ 2 終了

から 3 年程度後の 2014 年末の開始を目標としている。この間の冷却日数は約 1600

日となる。 

c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとす

る。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については，半減期の長い

核種の放出が支配的であることを考えて，破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希

ガス及びよう素それぞれ 30％とする。 

d. 放出された希ガスは，全量が水中から燃料取り出し用カバーの空気中へ移行する

ものとする。 

e. 燃料取り出し作業開始時には，燃料及び冷却材温度は低下しているので，放出さ

れたよう素のうち 1％は有機状とし，すべて燃料取り出し用カバー内に移行するも

のとする。 

f. 水中へ放出された無機よう素の水中での除染係数は 500とする。 

 (3) 評価結果 

上記の評価条件に基づいて計算した核分裂生成物の大気中への放出量は表 4.1 の通
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りである。 

表 4.1 核分裂生成物の大気中への放出量 

核分裂生成物 放出量 

希ガス(γ線実効エネルギ 0.5MeV換算値) 

大気放出量 
約 5.0×1011Bq 

よう素(I-131等価量(小児実効))大気放出量 約 3.3×106Bq 

よう素(I-131等価量(成人実効))大気放出量 約 1.3×107Bq 

 

4.2. 線量の評価 

(1) 評価の前提 

大気中へ放出される核分裂生成物は，地上放出されるものとし，これによる実効線

量の計算は，次の仮定に基づいて行う。 

a. 敷地境界外の地表空気中濃度は，「Ⅱ2.1原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付

資料 5 別紙 1」に記載の相対濃度（χ／Ｑ：8.1×10-5s/m3）に核分裂生成物の全放

出量を乗じて求める。 

b. 敷地境界外の希ガスによるγ線空気吸収線量は，「Ⅱ2.1原子炉圧力容器・格納容

器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載の相対線量（Ｄ／Ｑ：7.3×10-19Gy/Bq）に希

ガスの全放出量を乗じて求める。 

 

 (2) 評価方法 

敷地境界外における実効線量は，次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被

ばく（γ線及びβ線）による実効線量の和として計算する。 

よう素の吸入摂取による内部被ばく実効線量ＨI（Sv）は，(4.2-1)式で計算する。 

ＨI＝Ｒ・Ｈ∞・χ／Ｑ・ＱI･････････････････････････････（4.2-1） 

ここで， 

Ｒ  ：呼吸率（m3/s） 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の

活動中の呼吸率（小児：0.31m3/h，成人：1.2m3/h）を秒当た

りに換算して用いる。 

Ｈ∞    ：よう素（Ｉ-131）を 1Bq吸入した場合の実効線量 

（I-131，小児：1.6×10-7Sv/Bq，成人：2.0×10-8Sv/Bq） 

χ／Ｑ ：相対濃度（s/m3） 

ＱI  ：事故期間中のよう素の大気放出量（Bq）（Ｉ-131等価量） 

希ガスからのγ線による外部被ばく実効線量Ｈγ（Sv）は，(4.2-2)式で計算する。 

Ｈγ＝Ｋ・Ｄ／Ｑ・Ｑγ･････････････････････････････････（4.2-2） 

ここで， 
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Ｋ  ：空気吸収線量から実効線量への換算係数（Ｋ＝1Sv/Gy） 

Ｄ／Ｑ ：相対線量（Gy/Bq） 

Ｑγ ：事故期間中の希ガスの大気放出量（Bq） 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV換算値） 

希ガスからのβ線による外部被ばく実効線量Ｈβ（Sv）は，(4.2-3)式で計算する。 

Ｈβ＝6.2×10-14・χ／Ｑ・Ｑβ・Ｅβ・ＷＴＳ･･････････････（4.2-3） 

ここで， 

   χ／Ｑ ：相対濃度（s/m3） 

   Ｑβ ：事故期間中の希ガスの大気放出量（Bq） 

   Ｅβ ：β線のエネルギ（MeV）（0.251MeV Kr-85実効エネルギ） 

   ＷＴＳ ：皮膚の組織荷重係数は ICRP Publication.60 の値を用いる。 

（0.01） 

 

(3) 評価結果 

上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表 4.2 の

通りである。 

表 4.2 燃料集合体の落下時の実効線量 

実効線量（小児） 実効線量（成人） 

約 1.8×10-3mSv 約 1.8×10-3mSv 

 

上記の値から判断して，本事象による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは

十分に小さいものと考えられる。 

 

今回評価した実効線量は福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類十に

記載の燃料集合体落下事故での評価（6.8×10-2mSv）と比較して１桁以上減少してい

るが，その原因は，原子炉設置許可申請書の評価で排気筒放出であったものが，今回

地上放出として評価することによる実効線量の上昇要因があるものの，冷却が進んだ

ことによる希ガス及びよう素の減少効果がそれ以上に大きいことである。 

 

4.3.  判断基準への適合性の検討 

4.1，4.2 に示した通り，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えること

はない。 
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5. 第２号機核分裂生成物の放出量及び線量の評価 

5.1. 核分裂生成物の放出量 

(1) 破損燃料棒の評価 

本事故時に破損する燃料棒の本数は，次の仮定に基づいて評価する。 

a. 燃料取り出し作業に際し，使用済燃料貯蔵ラックの上部で取扱中の燃料集合体 1

体が使用済燃料貯蔵ラックに落下するものと仮定する。 

b. 落下による燃料集合体の破損体数は，炉心での落下を想定した設置許可申請書の

評価と同様の 2.3体とする。 

なお，炉心での落下高さ 10m に対し，使用済燃料プールでの落下高さは使用済燃

料貯蔵ラックへの落下及び構内用輸送容器への落下共に 2m以下であり，装荷・貯蔵

されている燃料集合体の配置密度も炉心と比較して使用済燃料プール及び構内用輸

送容器の方が低いため，使用済燃料プールでの落下を想定した場合の破損体数が，

炉心での落下を想定した場合の破損体数を上回ることはない。 

(2) 評価条件 

事故時の核分裂生成物の移行と放出量の評価は，次の仮定に基づいて行う。 

a. 燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は，原子炉熱出力 2483MW（定格出力の約 105%）

で 2000日運転を行った 9×9燃料集合体について行う。 

b. 燃料集合体の冷却期間は 365日とする。 

c. 破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の全量が水中に放出されるものとす

る。破損した燃料棒のギャップ内核分裂生成物の存在量については，半減期の長い

核種の放出が支配的であることを考えて，破損した燃料棒内の全蓄積量に対して希

ガス(Kr-85)及びよう素（I-129）それぞれ 30％とする。 

d. 放出された希ガスは，全量が水中から原子炉建屋および燃料取り出し用構台の大

気中へ移行するものとする。 

e. 燃料取り出し作業開始時には，燃料及び冷却材温度は低下しているので，放出さ

れたよう素のうち 1％は有機状とし，すべて原子炉建屋および燃料取り出し用構台

内に移行するものとする。 

f. 水中へ放出された無機よう素の水中での除染係数は 500とする。 

 (3) 評価結果 

上記の評価条件に基づいて計算した核分裂生成物の大気中への放出量は表 5.1 の通

りである。 

表 5.1 核分裂生成物の大気中への放出量 

核分裂生成物 放出量 

希ガス(γ線実効エネルギ 0.5MeV換算値)大気放出量 約 5.0×1011Bq 

よう素(I-131等価量(小児実効))大気放出量 約 3.4×106Bq 

よう素(I-131等価量(成人実効))大気放出量 約 1.3×107Bq 
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5.2. 線量の評価 

(1) 評価の前提 

大気中へ放出される核分裂生成物は，地上放出されるものとし，これによる実効線

量の計算は，次の仮定に基づいて行う。 

a. 敷地境界外の地表空気中濃度は，「Ⅱ2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付

資料 5 別紙 1」に記載の相対濃度（χ／Ｑ：6.9×10-5s/m3）に核分裂生成物の全

放出量を乗じて求める。 

b. 敷地境界外の希ガスからのγ線による空気吸収線量は，「Ⅱ2.1原子炉圧力容器・

格納容器注水設備添付資料 5別紙 1」に記載の相対線量（Ｄ／Ｑ：6.6×10-19Gy/Bq）

に希ガスの全放出量を乗じて求める。 

  

(2) 評価方法 

福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類十の「3.4.3 燃料集合体の落

下」並びに「4.1.1 原子炉冷却材喪失」と同様の方法で評価する。 

敷地境界外における実効線量は，次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被

ばくによる実効線量の和として計算する。 

よう素の吸入摂取による内部被ばく実効線量ＨI（Sv）は，(5.2-1)式で計算する。 

ＨI＝Ｒ・Ｈ∞・χ／Ｑ・ＱI･････････････････････････････（5.2-1） 

ここで， 

Ｒ  ：呼吸率（m3/s） 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の

活動中の呼吸率を秒当たりに換算して用いる。 

（小児：0.31m3/h，成人：1.2m3/h） 

Ｈ∞    ：よう素（I-131）を 1Bq吸入した場合の実効線量 

（小児：1.6×10-7Sv/Bq，成人：2.0×10-8Sv/Bq） 

χ／Ｑ ：相対濃度（s/m3）  

ＱI  ：よう素の大気放出量（Bq）（I-131等価量） 

希ガスからのγ線による外部被ばく実効線量Ｈγ（Sv）は，(5.2-2)式で計算する。 

Ｈγ＝Ｋ・Ｄ／Ｑ・Ｑγ･････････････････････････････････（5.2-2） 

ここで， 

Ｋ  ：空気吸収線量から実効線量への換算係数（1Sv/Gy） 

Ｄ／Ｑ ：相対線量（Gy/Bq） 

Ｑγ ：希ガスの大気放出量（Bq）（γ線実効エネルギー0.5MeV換算値） 

また，希ガスからのβ線による外部被ばく実効線量Ｈβ（Sv）は，(5.2-3)式で計算

する。 

Ｈβ＝6.2×10-14・χ／Ｑ・Ｑβ・Ｅβ・ＷＴＳ･･････････････（5.2-3） 
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ここで， 

   χ／Ｑ ：相対濃度（s/m3） 

   Ｑβ ：希ガスの大気放出量（Bq） 

   Ｅβ ：β線実効エネルギー「被ばく計算に用いる放射線エネルギー

等について」を用いる。（0.251MeV Kr-85実効エネルギー） 

   ＷＴＳ ：皮膚の組織荷重係数は ICRP Publ.60の値を用いる。（0.01） 

 

(3) 評価結果 

上記の評価前提及び方法に基づき敷地境界外の実効線量を評価した結果は表 5.2 の

通りである。 

表 5.2 燃料集合体の落下時の実効線量 

実効線量（小児） 実効線量（成人） 

約 1.6×10-3mSv 約 1.6×10-3mSv 

 

上記の値から判断して，本事象による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは

十分に小さいものと考えられる。 

 

今回評価した実効線量は福島第一原子力発電所原子炉設置許可申請書添付書類十に

記載の燃料集合体落下事故での評価（6.4×10-2mSv）と比較して１桁以上減少してい

るが，その原因は，原子炉設置許可申請書の評価で排気筒放出であったものが，今回

地上放出として評価することによる実効線量の上昇要因があるものの，冷却が進んだ

ことによる希ガス及びよう素の減少効果がそれ以上に大きいことである。 

 

5.3.  判断基準への適合性の検討 

5.1，5.2 に示した通り，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えること

はない。 

 


